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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年１１月１５日（木）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　３時２９分　閉会　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 野原　修  副委員長 村上英明  委　　員 山本靖一
委　　員 木村勝彦  委　　員 原田　平 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 
都市整備部長　吉田和生
土木下水道部長　藤井義己　同部次長兼下水道事業課長　山口繁
同部参事兼下水道業務課長　石川裕司
下水道事業課長代理　樫本宏充
水道部長　宮川茂行　　同部次長兼工務課長兼浄水課長　渡辺勝彦
同部参事兼総務課長　豊田拓夫　　同部参事　池上敦実　　営業課長　小明哲也

　　工務課長代理　末永利彦

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．審査案件（審査順）
認定第１号　平成２３年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
認定第５号　平成２３年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件
認定第２号　平成２３年度摂津市水道事業会計決算認定の件
所管事務調査について
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（午前１０時　開会）

○野原修委員長　ただいまから建設常任

委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、山本委

員を指名します。

　認定第５号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　藤井土木下水道部長。

○藤井土木下水道部長　それでは、認定

第５号、平成２３年度摂津市公共下水道

事業特別会計歳入歳出決算につきまして、

目を追って、主なものについて補足説明

をさせていただきます。

　決算事項別明細書に従いまして、歳入

から説明をさせていただきます。

　特別会計決算書の７４ページをお開き

願います。

　款１、分担金及び負担金、項１、負担

金、目１、公債費負担金は、吹田市及び

茨木市の下水が本市の公共下水道管に流

入していることから、当該公共下水道管

の建設費に係る起債の償還に合わせ、両

市より負担金を収入しているものでござ

います。

　目２、受益者負担金は、公共下水道の

供用開始面積に応じまして、賦課徴収す

る負担金でございます。なお、不納欠損

額は、時効などにより債権が消滅したも

のでございます。

　款２、使用料及び手数料、項１、使用

料、目１、下水道使用料は、下水道使用

料及び下水道敷地占有料でございます。

なお、不納欠損額は、時効などにより債

権が消滅したものでございます。

　項２、手数料、目１、下水道手数料は、

指定工事店登録手数料、責任技術者登録

手数料及び水路敷地境界明示手数料でご

ざいます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫補助金、

目１、下水道事業費国庫補助金は、社会

資本整備総合交付金でございます。

　款４、繰入金、項１、目１、一般会計

繰入金は、一般会計からの繰入金でござ

います。

　款５、諸収入、項１、資金貸付金返還

収入、目１、水洗便所改造資金貸付金返

還収入は、水洗便所改造資金貸付による

返還金でございます。

　項２、目１、雑入は、下水道工事共通

仕様書売却収入及び安威川流域下水道負

担金精算返戻金でございます。

　７６ページをお開き願います。

　款６、項１、市債、目１、下水道債は、

公共下水道事業債、流域下水道事業債及

び資本費平準化債でございます。なお、

借入先につきましては、公共下水道事業

債及び流域下水道事業債は財務省、資本

費平準化債は銀行及び生命保険会社となっ

ております。詳細につきましては、決算

概要の２３２ページから２３３ページに

記載いたしておりますのでご参照願いま

す。

　以上が、歳入の主な内容でございます。

　続きまして、歳出につきましてご説明

申し上げます。

　詳細につきましては、決算概要の２３

６ページから２４１ページに記載いたし

ておりますので、あわせてご参照願いま

す。

　７８ページをお開き願います。

　款１、下水道費、項１、目１、下水道

総務費につきましては、執行率９１．１

パーセントでございます。

　主な内容といたしましては、節２、給

料から節４、共済費までは、下水道業務

課及び下水道事業課職員８名と短時間勤

務職員１名の人件費でございます。

　節１３、委託料は、パソコン保守委託

料でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、
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日本下水道協会、日本下水道事業団など

に対する負担金でございます。

　節２７、公課費は、消費税及び地方消

費税でございます。

　項２、下水道事業費、目１、下水道管

理費につきましては、執行率９７．１パー

セントでございます。

　主な内容といたしましては、節８、報

償費は、受益者負担金の納付に係る前納

報奨金でございます。

　節１１、需用費は、下水道施設の維持

管理に係る光熱水費、修繕料等でござい

ます。

　節１２、役務費は、ポンプ場等の維持

管理に係る通信運搬費と、下水道施設及

び公用車の保険料でございます。

　８０ページをお開き願います。

　節１３、委託料は下水道使用料徴収事

務委託料及び下水道施設の維持管理に係

る委託料でございます。なお、委託内容

の詳細につきましては、事務報告書の２

３７ページと２４４ページから２４８ペー

ジに記載しておりますので、あわせてご

残照願います。

　節１６、原材料費は、マンホール蓋等

の材料費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

安威川流域下水道の維持管理に係る負担

金と、水洗便所改造費用に対する助成金

等でございます。

　節２１、貸付金は、水洗便所改造費用

に対する貸付金でございます。

　目２、下水道整備費につきましては、

執行率９２．４パーセントでございます。

　主な内容といたしましては、節２、給

料から節４、共済費までは下水道事業課

職員７名の人件費でございます。

　８２ページをお開き願います。

　節１１、需用費は、公共下水道整備事

業執行に係る設計図書の印刷製本費等で

ございます。

　節１３、委託料は、工事設計外委託料

及び工事積算システム委託料などでござ

います。なお、委託内容の詳細につきま

しては、事務報告書の２４９ページに記

載しておりますので、あわせてご参照願

います。

　節１５、工事請負費は、１０件の公共

下水道工事等の請負費で、約１．５キロ

メートルの管渠を布設いたしております。

なお、工事内容の詳細につきましては、

事務報告書の２５０ページから２５１ペー

ジに記載しておりますので、あわせてご

参照願います。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

安威川流域下水道施設の建設に係ります

負担金でございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、公

共下水道工事に伴います水道管等の移設

費でございます。

　款２、項１、公債費、目１、元金につ

きましては、執行率９９．９パーセント

でございます。その内容といたしまして

は、節２３、償還金、利子及び割引料は、

公共下水道事業債、流域下水道事業債、

公営企業借換債及び資本費平準化債の元

金償還金でございます。

　目２、利子につきましては、執行率９

９．９パーセントでございます。その内

容といたしましては、節２３、償還金、

利子及び割引料は、公共下水道事業債、

流域下水道事業債、公営企業借換債及び

資本費平準化債の利子償還金でございま

す。なお、市債現在高及び償還の状況に

つきましては、決算概要の２３４ページ

から２３５ページに記載いたしておりま

すので、あわせてご参照願います。

　款３、項１、目１、予備費は、執行い

たしておりません。

　款４、項１、目１、繰上充用金の内容
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といたしましては、節２２、補償、補填

及び賠償金は、前年度の歳入不足額を繰

上充用金で補填したものでございます。

なお、８５ページに実質収支に関する内

容を記載しておりますのでご参照願いま

す。

　以上、平成２３年度摂津市公共下水道

事業特別会計歳入歳出決算についての補

足説明とさせていただきます。

○野原修委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　原田委員。

○原田平委員　２点にわたって質問いた

します。

　一つは、歳入の下水道使用料でありま

す。１８億１，３７８万４，０３０円が

収入としてあったわけでございますが、

収入未済額が１億６，４９１万４，５２

２円であります。約１割が収入未済額で

ありますが、この現状とこれからの状況

をお教え願いたいと思います。

　続きまして、歳出でありますが、以前

からご指摘を申し上げておりましたポン

プ場の管理事業として、集中管理室維持

管理業務委託料として２，２０５万円の

執行であります。この受託業者につきま

しては、長年にわたりまして摂津市のこ

の施設を管理いたしております。業者決

定については、これまで随意契約から指

名競争入札に変わっていったわけであり

ますが、依然としてこの業者が受託をし

ていただいておるわけでありますけれど

も。以前に申し上げておりましたように、

今、集中管理室のあり方について、発注

時における仕様書の変更、あるいは業務

自体の見直しを図るべきだというふうに

申しておったんですが、これについて、

この平成２３年度はどういうふうな取り

組みをされたのかお尋ねをいたします。

○野原修委員長　答弁を求めます。

　石川参事。

○石川土木下水道部参事　１点目の下水

道使用料収入の収入未済額が前年に比べ

て増加しているという点についてですが、

これにつきましては、下水道使用料につ

きましては、水道部を通じて公共下水道

事業特別会計のほうに入ってくるわけで

ございますけれども、平成２３年度につ

きましては、平成２３年４月末までに水

道部に納入されたものが５月に公共下水

道事業特別会計のほうに入ってくると、

こういう処理になっているなかで、平成

２３年４月末がちょうど休日に当たって

おりまして、その関係で、本来５月に公

共下水道事業特別会計に入ってくるもの

が、５月に入ってこずに翌年度に回って

しまったと。こういう事情から、平成２

３年度につきましては、収入未済額がふ

えているのものでございます。これにつ

きましては、今説明いたしましたように、

平成２４年度の収入として入ってきます

ので、未済額はふえておりますけれども、

大部分については平成２４年度に収納さ

れるものと考えております。

○野原修委員長　山口次長。

○山口土木下水道部次長　集中管理室維

持管理業務委託料の件でございます。本

施設は、浸水を防除する目的のために設

置されたものでございまして、降雨に対

して万全を期するために集中管理室及び

各施設、ゲート、除塵機等２５か所の維

持管理を行っているものでございまして、

平成１９年５月に見直しを一度行いまし

て、再度、平成２２年５月に見直しを行っ

ております。

　その内容でございますが、年間を通じ

て２４時間の勤務体制で、昼間は２名の

体制で、夜間は１名の体制で行っており

まして、また大雨注意報、警報等が発令

された場合は２名体制で行っております。
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危機管理の観点から、年間を通じて降雨、

台風などの緊急事態に備え、２４時間体

制で臨むようにしております。また、昼

間は日常的に各施設を巡回しまして、必

要に応じて除塵機の清掃、ゲート等の軽

微な点検等を行い、緊急事態に備えてお

るものでございます。また、当該ゲート

の付近の水路内の粗大ごみ等の清掃も行っ

ております。

　業務でございますが、平成２２年５月

１日から平成２５年４月３０日までの複

数年契約で行っておりまして、夜間の土

日、祝日、祭日、年末年始に以前は２名

体制でございましたが、平成２２年度か

らはそれをやめまして、大雨洪水注意報、

警報時のときに２名体制でしております。

　委員がおっしゃいました平成２３年度

の委託内容の、どういうふうに考えてい

るかということでございますけれども、

平成２２年５月１日から平成２５年４月

３０日までの間の複数年契約しておりま

すので、今の段階ではその契約内容でい

かしてもらいたいと思っております。

　ただ、平成２５年５月以降からは、新

たにまた契約等も発生してまいります。

そのときには、今の契約内容等も安全安

心を第一に考えながら、人員の配置等も

考えてまいりたいと思っておりますので、

何とぞよろしくお願いいたします。

○野原修委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　訂正なんです

けれども、先ほどの収入未済額の大部分

が入ってくるというようなことを説明い

たしましたけれども、前年度に比べて大

きくふえた原因というのは、先ほども申

しました事情により翌年度に回ったとい

うことでございまして、その増加分につ

いては本年度の収入ということで入って

まいりますけれども、それ以外の過年度

分のものがございますので、そういった

ものについては滞納等の取り組みを進め

る中で減らしていきたいと考えておりま

す。

○野原修委員長　原田委員。

○原田平委員　収入未済額の増加の原因

というのはわかったんですが、水道料金

と合わせて徴収を委託をしているという

ことであります。水道料金ではそんなに

滞納は出ていないわけで、なぜ下水道料

金だけが出るのかというのは、不思議で

仕方がないわけであります。やはり、委

託をしている限り、その分は納入してい

ただくということが絶対条件だというふ

うに思っているわけであります。納めて

いただけない場合は停水になるわけです。

そうすると、改善をしていただけなけれ

ば、水道を使うことができない。これは、

一緒に進んでいるわけです。なぜ、下水

道料金だけが、収入未済額があって、不

納欠損額が多いのか、それは理解に苦し

むわけであります。８８４万１，５３０

円の不納欠損でありますので、５か年で

あれば約４，０００万円の不納欠損が出

てくるわけであります。これらについて、

やはり対応策をとっておかなければ、そ

のしわ寄せが全て一般の市民の負担にか

かわってくるわけです。そういうことで、

再度もう少しご説明をいただきたいと思

います。

　それと、山口次長、大変ご尽力をいた

だいて、テレメーターの部分についても

非常に経費が安くつきました。当時、約

２，０００万円かかっていた分が、約４

５０万円で平成２３年度は執行されてい

るということでございます。その取り組

みは評価をいたしておりますが、この、

集中管理室維持管理業務委託については、

もう少し大胆に方向転換を考えて、今は

アメダス情報が正確に、そして短時間に

伝わるようになってきておりますので、
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ぜひとも平成２５年５月ということでな

くして、契約が今、平成２３年度の決算

ですけれども、平成２４年度の契約は２

５年３月３１日で終わるわけです。だか

ら、次の契約の段階で、やはりそのこと

も踏まえて、平成２５年の３月末までに

一定の方向を示して、そして平成２５年

４月１日からの契約に臨むということに

していただきたいというふうに思うんで

すけれども、そのお考えをお聞きします。

○野原修委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　下水道使用料

の収入未済額が、水道使用料に比べて多

いというお問いでございます。水道部の

ほうは、地方公営企業法適用ということ

で、調定額を持って収入とされていると。

一方、公共下水道事業特別会計につきま

しては、調定額イコール収入ではござい

ませんで、実際に調定額のうち、その年

度内に収納したものが収入額となってお

りますので、そういった会計上の違いか

ら未済額についても差があるという認識

でございます。

　不納欠損額でございますけれども、こ

れにつきましては、平成１７年、平成１

８年と下水道使用料を徴収していなかっ

たという問題から、それ以降、取り組み

をしておりますけれども、時効により８

８０万円の不納欠損額のうち、３４８万

円が不納欠損となります。それ以外に、

水道部からの報告分といたしまして、５

３５万円の不納欠損となっております。

　不納欠損額が多いということから、水

道部とともに、その対策をいろいろ協議

しております。水道部のほうでは、停水

の回数をふやしていただいたり、また催

告についても今まで以上に小まめにして

いただいていると。また、土木下水道部

としましても、下水道担当のほうで独自

に催告等も行ってきたという経過もござ

います。こういった取り組みを今後も継

続していくことで、少しでも不納欠損額

を減らしたいと考えております。

○野原修委員長　山口次長。

○山口土木下水道部次長　平成２５年５

月以降、再度、集中管理室維持管理業務

委託をいたしますけれども、その見直し

等についてお答えします。

　今現在、３６５日２４時間、昼間は２

名体制で管理させていただいております

けれども、今後、内部のほうで安全安心

をモットーにして、どのように委託内容

を変えていくか。例えば、昼２名体制で

しておりますけれども、やはり渇水期の

場合は１名にできるかもわかりませんし、

その辺は内部等で決めて、また予算のと

きには報告させていただきたいと思って

おります。

○野原修委員長　山本委員。

○山本靖一委員　幾つかお聞きしたいと

思います。決算書６８ページから７１ペー

ジにかけて、歳入は予算現額で５７億１，

４７６万６，０００円、この金額のうち

歳出では、公債費で４３億７，７４８万

３，０００円、下水道費の予算現額は、

１３億２，８３４万１，０００円で、完

全な維持管理型の状況になってきたとい

うふうに思っているんですが、単年度で

は約４８２万２，０００円の黒字。実質

収支でも１８８万４１１円の黒字という

ことになっています。

　こういう状況の中で、第４次行財政改

革では、公共料金の値上げというような

ことも盛り込まれているわけですが、平

成２３年度の決算を踏まえて、料金改定

などというふうな方向を考えておられる

のか、これを聞いておきたいと思います。

　確かに、平成２３年度末時点で、まだ

４１４億２，１１５万１，７７２円の起

債が残っていますから、それの解決とい
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うふうなことになってるかもしれません

けれども、しかし、これは平成１３年か

ら健全化計画に取り組んできて、これで

もう全て解消したということになったわ

けですから、そういう中で改めてこの料

金改定などというのは、今とんでもない

話だというふうに私は思っているんです

けれど。

　大阪広域水道企業団でも水道料金の値

下げなどというふうなことも具体的に提

起されているわけです。市民の暮らしが

大変な状況の中で、この決算の状況の中

で、市民負担は考えていないということ

は言えるのかどうか、そのことについて

聞いてみたいと思います。

　それから、今、原田委員のほうから質

疑がありました下水道使用料の不納欠損

の中身です。具体的にお聞きをしたいと

思います。平成１６年、１７年の未徴収

事件の関係で３４８万円、これで５年間

ということでいえば、平成２３年度で未

徴収事件の不納欠損が終わりなのかなと

いうふうに思うんですけれども、全体と

して未徴収分は幾らの金額になったのか

聞かせていただきたいと思います。

　それから、この未徴収事件を根絶する

というようなことを約束されてきたわけ

ですが、その後にも同じような事件が幾

つか起こっています。平成２３年度はそ

ういうことが起こっていなかったのでしょ

うか。いろんな難しいこともあるかもし

れませんけれども、日常的な業務の中で

あってはならないことが教訓の中に含ま

れたと思うんですけれども、そういうこ

とがきちっとやられているかどうかとい

うことを確認しておきたいと思います。

　それから、歳出で不用額が７，２０２

万５，０２２円で、当初予算から１億５，

０３８万１，０００円の減額補正をされ

ているんですが、この財源調整として繰

り入れを６，１６８万１，０００円、そ

れから市債の返済も５，９９０万円減ら

しました。その１億５，０３８万１，０

００円について、本来なら一般会計へ戻

すということではなしに、４００億円を

超える借金の返済に全て充てるべきでは

ないかというような思いもするわけです。

　私は、一般会計からの補填というのは、

少なくとも公共下水道事業特別会計に対

して一般会計として背負わなければなら

ない、そういう位置づけできたお金だと

思うんです。これを戻すということでは

なしに、資本費平準化債との関係もあっ

て、随分、公共下水道事業特別会計のほ

うに借金が膨らんできた。資本費平準化

債全体でも９０億円近くになってます。

借金のためにまた借金をするというよう

な、こういう悪循環をいつか断ち切ると、

そういう方針もこの間、持ってきたわけ

ですが、いつの間にか資本費平準化債を

毎年出すというような、そんな状況になっ

ているわけですから、これは全額を借金

の返済に充てるというのは、一つの考え

としてあるんではないかというふうに思

うわけですが、公共下水道事業特別会計

としての考え方、母屋の方ばかり慮る答

弁がいつも返ってくるわけですけれども、

公共下水道事業特別会計の立場としての

考え方を示していただきたいと思います。

　それから、平成２３年度末で公共下水

道の普及率、安威川以南、以北、改めて

聞かせていただきたいと思います。東別

府地域の整備については、平成２３年度

から平成２５年度の３年間で整備のほう

を済ませて、普及率は０．７パーセント

程度の増加ということになるのでしょう

か。

　それから、水洗化率もあわせて、お聞

きをしていきたいと思います。この水洗

化率の向上に向けて、どのような取り組
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みをされたのか。また、同時にその中で、

行き過ぎた働きかけはなかったのか。熱

心な余り、非常に厳しい家庭に対して、

脅しまがいのことで水洗化してください

と、こういう言動はなかったかというこ

ともあわせて聞いておきたいと思います。

　それから、同じことなんですけれども、

水洗便所改造助成金について、１件５，

０００円です。１件５，０００円で、決

算額３５万円ですから、約７０件だった

と思います。正雀終末処理場の機能停止

の件で、今いろいろと頑張っていただい

ておるんですが、浄化槽も含めて、目標

で毎年２００キロリットルは減らしてい

きたいと。これは、浄化槽とくみ取りと

が一緒になっているんですけれども、そ

ういうものをできるだけ早くなくしてい

くというふうなことの中で、この５，０

００円の助成金で本当にいいのかどうか。

これは随分、これまで議論になってきま

した。実際に、助成された側にとっても、

どこに消えたのかわからないというよう

な、そんな金額ですよね。そんなことで、

いろいろこの間、変遷があったと思うん

ですけれども、全く考え方に進歩はない

のか。先行して受けられた方との整合性

の問題もあるかもしれませんけれども、

しかし毎年２００キロリットルを目標に

減らしていくという考え方の中で、一日

も早く全体に負担を軽くする。つまり、

Ａ市Ｂ町、ここへ持っていくことによっ

て随分お金がかかるわけですから、少し

でも減らせばそのお金が減る。全体とし

て、還元できるというふうなことになる

わけですから、そういうことの中で、こ

の５，０００円がどうなのかというよう

なことです。ぜひ、教えていただきたい

と思います。

　それで、次に、８１ページです。下水

道使用料徴収事務委託料ということで、

これは水道部のほうに３，３９１万９，

７１４円払っていますけれども、これの

根拠について教えていただきたいと思い

ます。

　それで、この徴収事務を委託していま

すけれども、その中で、下水道担当部署

が必要な情報はどういうふうに得られて

いるのかということを聞いておきたいと

思うんです。先ほど滞納の問題が出てき

ました。水道部のほうでは停水という処

理をして、その停水によって、恐らく下

水道のほうも使用できないということに

つながっていくわけですけれども、この

お金を使って、情報を水道部と下水道担

当部署で共有しているというふうに私は

認識するわけですけれども、どの程度、

水道部から必要な情報が入っているのか、

お聞きをしておきたいと思います。

　同じく８１ページです。安威川流域下

水道維持管理負担金６億１，５０２万３，

２１８円です。それから、８２ページの

安威川流域下水道建設負担金９，０４４

万６，４３４円、これは具体的に摂津市

として、どのような提案とか議論とかを

されてきたのか。向こうから示された、

積算されたお金だけを唯々諾々と支払い

続けているということになっていないの

か。その中での改善はどういうふうに提

案をされてきたのか、議論されてきたの

か、いろいろ気になるところですから聞

いておきたいと思います。

　それから、安威川以北は合流式という

ふうなことで、ポンプ場から全部一緒に

流してしまうというような仕組みだと思

うんですけれども、雨の日の処理につい

てです。これはポンプ場から中央水みら

いセンターへ送っていくと。合流式です

から、かさがふえているんではないかな

というふうに思います。そこで、水路の

日常的な管理の中で、雨天時にポンプ場
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から流れ込む水が余分にある状況ではな

いかというようなことを含めて、教えて

いただきたいと思います。

○野原修委員長　答弁を求めます。

　石川参事。

○石川土木下水道部参事　まず、１点目

の下水道料金の見直しについての現時点

の考え方ということでございます。

　下水道使用料の場合は、本来であれば、

その処理原価に見合うような使用料を設

定できればいいんですけれども、市民生

活への影響等を考えた場合に、なかなか

そういったことはできないということで

ございまして。我々としては、できるだ

け処理原価に近いような料金設定という

ものを考えておるわけでございますけれ

ども、やはりそこは現下の社会、経済状

況、さらには市民生活への影響等を踏ま

えて判断されるべきものだと考えており

ます。

　２点目の不納欠損で、使用料収入未収

問題の件でございます。

　平成２２年度に６００万円を超えるよ

うな不納欠損をさせていただき、さらに

平成２３年度決算において３００万円を

超えるような不納欠損をさせていただい

ていると。それ以降、時効の中断等の関

係で、これが全てではございません。今

現在、未済額としては、６００万円を超

えるような金額がございまして、このう

ち、いまだに分割で納付していただいて

いる方もおられますけれども、この中で

また徴収困難なものも発生している状況

でございます。したがいまして、最終的

には、不納欠損額のトータルでは１，５

００万円程度になると今の時点で考えて

おるところでございます。

　それ以降、こういった問題が発生して

いないのかということでございます。今

まで、３件ほど無届けや、それからメー

ターの抜けていたものがあったというよ

うなことで、３件発生しておりまして、

いずれも遡って請求をしておるところで

ございます。

　それから、不用額ということでござい

ますけれども、資本費平準化債等を発行

する中で、そういった不用額を借金返済

に回せないのかというお問いでございま

すけれども、一般会計のほうにつきまし

ても大変厳しい財政状況だと認識してお

りまして、こういったものを借金返済に

充てるのか、それとも一般会計に戻すべ

きなのか、そういった判断につきまして

は財政主導で判断されているところでご

ざいます。公共下水道事業特別会計とし

ては、借金返済に充てられれば、それは

いいんですけれども、やはり市全体の財

政運営ということを考えていかなければ

ならない状況だと認識しております。

　それから、水洗便所改造助成金でござ

いますけれども、平成２３年度、３５万

円、７０戸について助成金を交付してお

ります。確かに、助成金を上げれば、そ

れに応じて水洗化しようというご家庭も

あるとは思いますけれども、助成金を上

げることについて、一つは公平性の問題

ということもございます。費用対効果と

いうことも考えていかなければならない

と。そういったことを考慮して、今後の

助成金をどうするのかということをさら

に検討していかなければならないと考え

ております。

　それから、下水道使用料徴収事務委託

料でございますけれども、こちらにつき

ましては、水道部のほうで徴収に係る経

費等を水道使用料、それから下水道使用

料の調定件数で按分しておりまして、さ

らにその５０パーセントを公共下水道事

業会計が負担しているということでござ

います。本来なら、調定件数で按分され
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るべきというのが水道部の考えでござい

ますけれども、さらにその５０パーセン

トということで了解してもらっておると

ころでございます。

　こういった徴収委託料を支払っている

中で、水道部のほうから必要な情報が提

供されているのかというご質問でござい

ますけれども、徴収する中で、先ほども

申し上げましたように、単身世帯である

とか、それから倒産等、こういったこと

がふえて、結果的に不納欠損につながっ

ているという事情がございます。そういっ

た情報は、我々のほうもお聞きしており

まして、そういったことを踏まえて滞納

対策というのを両部で検討しているよう

な状況でございます。

　それから、安威川流域下水道維持管理

負担金でございますけれども、幹事会、

それから協議会、そういった場を通じま

して、大阪府のほうに意見は申し上げて

おります。具体的には、安威川流域下水

道維持管理負担金、安威川流域下水道建

設負担金が少しでも安くなるように、コ

スト縮減に努めてくださいということで

す。具体的には、今現在、溶融炉等を運

転されておりますけれども、もっと経済

的に安くなるような流動床炉というよう

な方法もございます。そういった方向へ

の転換ということも意見として出して、

大阪府のほうでもそういう方向で今、検

討をされておるようなところでございま

す。さらに、入札の方法であるとか、こ

ういったことについても意見を申し上げ、

大阪府のほうでも入札等の改革をされて

いるところでございます。

○野原修委員長　樫本課長代理。

○樫本下水道事業課長代理　水洗化率及

び人口普及率についてお答えさせていた

だきます。

　まず、人口普及率なんですけれども、

平成２３年度末で９７．５パーセントに

なっております。

　それから、東別府地域の整備なんです

けれども、ご指摘のとおり、平成２３年

度から平成２５年度の３年間で整備のほ

うを済ませる予定には変わりございませ

ん。それで、東別府のほうの地域で０．

７パーセントアップということで、やっ

ていけるように計画しております。

　それから、水洗化率なんですけれども、

安威川以南のほうの水洗化率は９２．８

パーセントになっております。それから、

安威川以北のほうの水洗化率につきまし

ては９８パーセントになっております。

市域全体としましては９５．４パーセン

トになっております。これにつきまして

も、日々、私ども職員のほうも、市民の

方と下水道のことについて説明させても

らうときには、お願いという形で下水道

法にのっとった状態の中でのご説明をさ

せていただきまして、水洗化をなるべく

早くしていただきたいというような趣旨

でご説明をさせていただきまして、ご協

力を願っているというところでございま

す。

　それから、安威川以北の雨水の水路へ

の流入はどうなっているかということな

んですけれども、私どものほうもこれに

つきましては、ポンプ場の方から流れて

くる水路につきましては、雨水の流入時

と渇水時との差があることも承知してお

りまして、来年度につきましては、その

辺の状態についても調べていきたいと考

えています。

○野原修委員長　山本委員。

○山本靖一委員　黒字でも値上げをしま

すかというふうなお話をしました。赤字

やから値上げをするというのは、これま

でずっとやってきた態度です。こういう

黒字の状況の中でも、しかも繰入金６，
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１６８万１，０００円をもとに戻す。こ

れは戻さなかったら、その分、もう一つ

黒字になっているというふうなことにな

るわけです。値下げができるような状況

になってきているというような、そんな

状況ではないかと私は思うわけですが。

今、北摂の中でも下水道使用料は高いわ

けですから、そういう視点を持ってやら

なければ、お金を返すことだけ、あるい

は借金を返すことだけに目が向いてしま

うということになるんじゃないでしょう

か。もちろん、この４００億円を超える

ような借金をいつまでも抱えていくとい

うのは、これは好ましくないわけですが、

さりとて市民の暮らしをどうするかとい

う第一義的な問題があるわけですから。

こういう黒字の状況、これからも恐らく、

使用料そのものが伸びないということに

なっていくかもしれませんけれども、し

かしその視点は忘れてはならないという

ように私は思うんですが、改めて答弁を

お願いしたいと思います。

　それから、不納欠損の問題です。今、

お聞きしましたら、大体１，５００万円

ほど、未徴収の関係でなってくると。も

う少し詳しく教えていただけませんか。

つまり、何件未徴収があって、これは過

去に資料もいただきましたけれども、今、

全く払っていただかなくて未徴収になっ

た件数、それから苦労してでも、やっぱ

り少しでも払っていこうという件数は幾

らあるのか。そういう払わない人の情報

は入って、払うのが嫌になったというよ

うなこともあるかもしれません。それやっ

たら私も払わないというような。これは

公平の関係で一番重大な問題だというふ

うなことで、過去にも指摘してきました

けれども、そんなことがつながっている

んじゃないかなというような思いがする

んですけれども。公平、公平とおっしゃ

るけれども、こんな不公平はないわけで

す。日曜日も出勤をして、苦労して回ら

れてきた経過もありますけれども、あの

教訓をもう忘れてしまうというふうには

ならないと思うんです。したがって、も

う少し詳しく教えていただきたいと思い

ます。

　それから、水道部に下水道使用料徴収

事務を委託しているわけです。その中で、

回収するためにいろんな手だてを検討す

る、検討するというような話ですが、何

を検討するのかなと。具体的に、今まで

何をやってきたのかというようなことを

お聞きしたいんです。

　例えば、会社倒産があります。そのと

きに、債権の確定というようなことで、

それぞれ債権者のほうにずっと管財人か

ら入ってくるわけです。もちろん、そう

いう状況にならないというものもありま

すけれども、少なくとも会社というとこ

ろが倒産したときに、破産管財人が入っ

て、債権の確定をやって、その後には配

当という手続をやるわけです。そういう

倒産に対する手続はどういうふうにやっ

てきたのかというようなことをお聞きし

ておきたいと思います。

　それから、当初予算から１億５，０３

８万１，０００円の減額補正をされて繰

り入れを６，１６８万１，０００円、市

債の返済も５，９９０万円減らしたとい

う件についてです。これは、公共下水道

事業特別会計としての考え方を聞いてい

るわけです。財政全体を考えるのは大事

な仕事です。しかし、公共下水道事業特

別会計についてどのように頑張ってきた

か、そのことが問われているというふう

に私は思うんです。やっぱりいろんな意

味で頑張っていくという、そういう気概

が必要になってくると私は思うんですけ

れども。少なくとも、北摂７市の中で、
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こんなに高い下水道使用料を少しでも下

げたいと思ったら、そういう発想が出て

くるんじゃないでしょうか。この点で、

改めてお聞きしたいと思います。

　それから、公共下水道の普及率の問題

です。まだ、安威川以南が９２．８パー

セントというようなことなんですけれど

も、しかし正雀終末処理場がなくなり、

クリーンセンターがなくなりというふう

になってくると、この課題はもう待った

なしです。一日も早くそういう状態をな

くしていくために、どんな手だてが必要

かというようなことで、水洗便所改造助

成金５，０００円の費用対効果として、

お聞きしますけれども、どんな効果があ

るんでしょうか。この５，０００円とい

うのは、水洗化に踏み切りました、助成

金５，０００円をいただきましたからや

ります。そういう状況ではないと思うん

です。水洗化しない理由はたくさんある

と思います、それは。費用がないという

ようなこともあるでしょうし、集合住宅

というようなことで、なかなか大家さん

から許可をいただけないというようなこ

ともあるでしょうし、いろんな事情があ

ると思うんですが、調査もしていただき

ました。改めて、それを前へ進めるため

の手だてとして、どんな検討をしてきた

のかということをお聞きしたいと思いま

す。

　それから下水道使用料徴収事務委託料

です。これは水道部のほうに３，３９１

万９，７１４円を払ったわけですけれど

も、水道部が、検針員さんの費用を幾ら

払っているというふうに認識されていま

すか、お聞きしたいと思います。事務費

とか、印刷費とかもあるんだと思うんで

すけれども、石川参事に聞いておきたい

と思います。

　それから、この金額を導き出していく

にあたって、みずから、その努力をしな

いと、上下水道組織の一元化などという

話も、自分たちがきちっとした根拠を持

たないと、水道部の言われるままなって

いくということじゃないでしょうか。つ

まり、自分たちが必要な情報、自分たち

がやらなければならないこと、そういう

中から３，３９１万９，７１４円を払う

ことが適正かどうかというようなことを

本当に検討したのかどうか、お聞きした

いと思います。

　それから安威川流域下水道維持管理負

担金の関係で、いろいろ提言し、チェッ

ク機能としての役割も果たしているとい

うお話ですけれども、実際に参加されて

いるのは土木下水道部長でしょうか、事

務担当者の会議があるのも知ってますし、

首長の会議もいろいろあると思うんです

けれども、実際には、事務担当の間の折

衝で具体的に決まっていくと思うんです

が。その会議の中で、具体的に摂津市の

主張が受け入れられたというようなもの

があれば聞かせていただきたいと思いま

す。

　それから、安威川以北の雨水の水路へ

の流入の問題です。調査するということ

ですが、これはずっと前からわかってい

たわけですよね。今になって調査でしょ

うか。日常的な所管としての姿勢そのも

のが問われるのかなと私は思うんですけ

れども。今から調査、どんな調査をされ

て、どういう解決方法に向けて努力され

ていくのか聞かせていただきたいと思い

ます。

○野原修委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　まず、黒字で

も値上げということを考えるのかという

ご質問でございますけれども、確かに、

実質収支では黒字でございますけれども、

その内容を見ますと、やはり一般会計か
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らの赤字補填がされている、さらに資本

費平準化債を発行しているような状況で

ございます。本来、下水道使用料で賄わ

なければならない汚水の経費が賄えてい

ないという状況でございまして、実質収

支の黒字は必ずしも経営状況を示したも

のとは考えておりません。ただ、かといっ

て、値上げということにすぐにつながる

のかということでございますけれども、

それはやはり市民生活への影響等を考慮

し、判断されるべきものだと考えており

ます。

　次に、未徴収の内訳でございますけれ

ども、額としては４，５８５万円、この

うち２，９４５万円を回収しております。

回収率は６４．３パーセントでございま

す。今現在、未済額としては６４０万円

ございます。このうち、２１件の方につ

いては今現在、納付中でございますけれ

ども、残り４８件ほどございますけれど

も、こちらについてはなかなかご理解い

ただけないというような状況でございま

す。その額は大体５００万円ぐらいと考

えているところでございます。

　それと、３点目の徴収委託料でござい

ます。委託料に関係しまして、会社倒産

等に対して、どういう対応をしているの

かということでございます。会社倒産な

どがあった場合には、下水道担当部署の

ほうにも情報が入りまして、債権があれ

ば交付要求であったり、参加差押、こう

いった手続を踏んで、債権回収に取り組

んでいるところでございます。

　それから、不用額に対する公共下水道

事業特別会計の考え方でございますけれ

ども、先ほども申しましたように、公共

下水道事業特別会計だけのことを考えれ

ば、確かに、そういったものを全額もらっ

て、借金返済等に充てられれば、これは

それで構わないんですけれども、ただ市

全体ということを考えていかなければな

らないと。その中で、我々も公共下水道

事業特別会計に対してのメリットも、や

はり財政方にお願いをしていく。そうい

うことで、一つは赤字補填、これは一般

会計のほうにお願いしているところでご

ざいまして、少なくとも赤字がふえてい

くようなことのないように、一般会計の

ほうに赤字の補塡をお願いしていると。
補填額を超えるものについては、やはり

一般会計の状況にも我々は配慮しなけれ

ばならないと考えておりまして、それは

不用額という形で一般会計のほうにお返

しすると、そういう考えを持っておりま

す。

　それから、水洗便所改造助成金５，０

００円という額でございますけれども、

本市の場合、この助成制度と貸付制度を

併用できるということにしておりまして、

水洗化の促進に向けて、貸付制度も助成

制度もありますよと。これは、他市では

どちらかを選択するようなシステムもご

ざいます。本市の場合は、それが併用で

きるということで、確かに小額ではござ

いますけれども、こういったことの結果

として、一つは水洗化率が府下平均以上

になっているという実状もございます。

そういったことから、一定の効果はある

と考えているところでございます。

　下水道使用料徴収事務委託料と検針員

検針業務委託料の関係でございますけれ

ども、水道事業企業会計で検針業務委託

料として２，１０５万５，０００円が計

上されております。徴収経費の中に、そ

ういった検針員委託料も含まれていると

いうことでございます。

　あと、流域の協議会、それから幹事会、

実務者会とあるわけでございまして、実

務者会、幹事会のほうには我々、課長代

理、課長、次長、幹事会におきましては
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課長、次長、部長、こういったレベルで

参加をしております。

　本市が提案したことによって何か変わっ

たのかということでございますけれども、

本市だけというよりも、それは流域関連

市が同じような思いを持っております。

　先ほど、入札のことに触れたんですけ

れども、具体的に大阪府のほうで入札の

改善というのもされております。具体的

には、予定価格、従来は事前公表されて

いたようなものを事後公表に変えられて

いると。さらには、入札参加機会の拡大

ということで、今まで委託等、２３案件、

これを同時に入札されていたわけなんで

すけれども、これを２グループに分散化

されておられまして、入札参加機会の拡

大にも努めておられると。さらに、参加

資格要件の緩和ということもされておら

れまして、地域要件の撤廃であるとか、

実績規模要件の緩和、こういったことも

取り組んでおられます。その結果として、

落札率についても１ポイントを超えるよ

うな率で低下をしていっていると、こう

いう状況でございます。

○野原修委員長　樫本課長代理。

○樫本下水道事業課長代理　安威川以北

の雨水の水路への流入についての調査と

いうことにお答えさせていただきます。

　本来、安威川以北の雨水につきまして

も、公共下水道管に全部流さないといけ

ないと、これは当然のことでございまし

て、そのように私どもも進めているとこ

ろではございます。

　日常的な取り組みといたしましては、

排水設備の改良工事のときにつきまして

は、必ず雨水を汚水桝のほうに流すとい

うような指導をやっておりまして、それ

を進めております。

　現在なんですけれども、必ずしも過去、

一部それがなされていないというところ

についても承知はしております。その部

分があることもわかっております。水路

がそのまま、公共下水道管に流れている

場合もございますし、それがそうでない

という場合もあるかとは思っております。

　安威川以北につきましては、最後、味

舌水路に流れてくる部分が非常に多い、

あるいは公共下水道管に流れるかどちら

かだと判断しておりまして、まず味舌水

路側に来る分につきまして、上流側まで

区域を広げて、その辺の形態を系統的に

調べまして、対策を進めていきたい。そ

の対策にはどうすればいいかということ

まで含めて、調査の中で考えていきたい

と、今のところそのように考えておりま

す。

○野原修委員長　山本委員。

○山本靖一委員　随分、自信のない答弁

やなと思うんですけれどね。石川参事は、

いつから財政課長になったんかなという

思いがするんですけれどね。そんなこと

じゃなしに、私が聞いているのは、公共

下水道事業特別会計の担当者としての立

ち位置を聞いているわけです。抽象的な

答弁しかないんですけれども。

　じゃあ、聞きますけれども、公共料金

の問題で、必要な分は、ひょっとしたら

値上げせないかんという答弁ですけれど

も、じゃあ実際に繰り入れをやめた場合、

どれぐらいの値上げになるんですか。そ

の論理でいけば、負担してもらわなけれ

ばならないということになるわけでしょ。

市民の暮らしをそっちのけにして、この

公共下水道事業特別会計の仕組みの中で

値上げせざるを得ないというような、そ

んな理屈になるんじゃないですか。

　実際に、約５７億円の予算の中で、起

債をのぞいたら、公共下水道の使用料で

１８億１，０００万円余りあるんです。

そうすると、この１８億円、それに負担
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金や、国の補助金等を入れると、借金さ

えなければ、これで十分賄えるわけです。

まだ、値下げができるというような状況

じゃないですか。そういう借金は全体と

して社会の貢献につながってきたわけで

すから、黒字の中で値上げをするという

のは、そういう論理を導き出すというの

は、これはそうではないというような思

いがするんですけれども。行財政改革で

言えば３年ごとに値上げということになっ

とるわけでしょ。こんなことをやられた

ら、本当に大変、今でも大変なのに、もっ

と大変になる。

　北摂７市の中でも摂津市は特殊な形で

来ましたから、料金については難しいと

いうところだというふうには思うんです

けれども、少しでも下げていくというふ

うな意識がなければ、取って当たり前、

まだもらわなければいかんのですという、

そんな発想だったら、市民の暮らしは見

えてこないと私は思うんですけれども。

部長、きちっと答えてください。

　それから、不納欠損の問題で、倒産の

会社に対していろんな手だてをされたと

いうことです。具体的に何件あったのか、

幾ら入ったのか、お聞きしたいと思いま

す。

　それから、繰入金についても、これは

財政課の立場でおっしゃっている、全体

的なことは私もよくわかっていますけれ

ども、所管の部長として同じ立場なのか。

もちろん、ほかは無視して良いというふ

うになりませんけれども、少なくとも借

金を少しでも減らして、資本費平準化債

も減らして、一時は資本費平準化債はも

う発行しませんというような方針を持っ

ていたわけですから、随分それで市全体

の財政に貢献をしているわけですから、

少しでも借金を減らして、できるだけ公

共下水道事業特別会計として身軽になっ

ていく。上水道との一元化などとおっしゃっ

るんでしたら、これはやっぱり、いつま

でも借金を持っておくわけにはいかんわ

けでしょう。自分たちの方針からしても、

やっぱりこれはそういう必要があるので

はないかというように私は思うんですが、

いかがでしょうか。

　それから、水洗便所改造助成金５，０

００円で十分に費用対効果があって、大

阪府下を超える９５．４パーセントの水

洗化率というふうにお聞きしたんですけ

れども、５，０００円で本当にそうなの

かなと。この間、いろんな議論をされて

きたんではないかなと聞いているんです

けれども、全くそういう議論をされてこ

なかったのか。公平の問題、いろいろおっ

しゃっているけれども、そんなことを言

う資格があるんかと私は思うんです。そ

れは、先ほどおっしゃったように、使用

料収入未収問題で、２１件の方は今も、

こつこつ支払っておられる。しかし、４

８件はだめだと。これは行政がつくった

不公平でしょ。つまり、公平などと言い

ながら、片っぽでは不公平をずっと続け

てきている。こんな矛盾はないと思うん

ですけれど。

　５，０００円が１０万円になって、ど

れだけ普及が進むかというのは、これは

疑問かもしれませんし、いろんな議論を

されてきたということも事実だと思うん

ですが、それがだめだというのなら、そ

の経過を明らかにしていただいたらいい

と思うんです。５，０００円、１万円、

１０万円というような議論だけではなし

に、本当に水洗化率の向上につながる議

論、努力をどういうふうにされてきたか。

毎年、予算をたくさん組んであります。

水洗便所改造資金貸付金もありますけれ

ども、ほとんどが未執行で不用額として

上がってきているわけですから、一応メ
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ニューとしてありますよというふうな、

こんな程度ではないかなというのを私は

思いますけれども、いかがでしょうか。

　それから、下水道使用料徴収事務委託

料の問題です。水道部では検針員が１２

人、これは摂津都市開発株式会社に委託

しているんです。自分たちでやれば、ど

れぐらいのお金がかかるかという積算を

されたことはありますか。自分たちがや

れば、必要な情報が得られて、その中で

改善策も見えてくるということにつなが

るんじゃないでしょうか。そういう検討

をされたんでしょうか。金額交渉をされ

るにしても、自分たちが分析をして、初

めてまけてくれという根拠が出てくるん

じゃないでしょうか。水道部に全部お任

せ。これじゃあ、公共下水道事業特別会

計としての主体性が問われるというふう

に私は思うんですが、いかがでしょうか。

　それから、これも同じことにつながる

んですけれど、安威川流域下水道維持管

理負担金６億１，５０２万３，２１８円

と安威川流域下水道建設負担金９，０４

４万６，４３４円、合わせて約７億もの

お金について、摂津市として主体的に提

案をし、具体的に実ったものとして、入

札の改善とおっしゃいましたが、そうな

んでしょうか。それは大阪府の事務担当

者の中で議論をされて、これを改善して

いこうということになったんじゃないで

しょうか。

　たくさんの市がありますから、その中

で、摂津市のわがままだけ通すというこ

とではなしに、全体の会計として良くな

るような、そういう具体的な提案をされ

て実ってきた。つまり、摂津市の主体性

に基づいてやられたことについてお聞き

をしています。そういう議論は、事務担

当者の中で提案をし、議論をされてきて、

それは直接実らないこともいろいろある

と思うんですけれども、問題意識を持っ

て、摂津市として、こういう問題意識を

持っています。ぜひこの全体として議論

をしてほしい。こういう提起の仕方だっ

てあったと思うんです。

　先ほどから、ずっと全体に質問してい

ますけれども、所管としての主体性を示

していただけるような答弁がありません

が、もう一度改めて聞かせてください。

○野原修委員長　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　答弁の中で値上

げをするかもしれないということは明言

しておらないんですが、黒字でも値上げ

の方向性を打ち出すということについて

どうなのかということなんですけれども、

現実は決算といたしましては黒字決算に

させていただいています。前々から、ずっ

と申し上げておりますように、原則は地

方公営企業法全部適応であるべきという

ことではございますけれども、現実とし

て、今、摂津市の公共下水道事業におき

ましては、地方公営企業法全部適応には

なっておりません。

　それに向けまして、今年度より取り組

んでおることでございまして、まずは本

市におけます公共下水道事業の資産の洗

い出しをやっております。この資産の洗

い出しをやることにおきまして、どうい

うことが見えてくるかといいますと、今

まで借りております起債が適正なのか。

簡単に申し上げますと、繰出金の中身が

明確にあらわれてくると。それによりま

して、適正といわれる資本費平準化債も

出てくると。

　私の見解といたしましては、そういう

時期が来るまでは、最低限の黒字を続け

ていきたいというふうな観点を持ってお

ります。これは、大きく使用料の収入に

左右されるものでございまして、使用料

が落ち込めば、全て繰入金で賄えるか、
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それは疑問でございます。現状として、

微増ではなくて、使用料が減少する状況

が推測されます。しかしながら、そうい

うふうな中身であっても、何とか黒字を

保っていきたいと。その間については、

できるだけ値上げをしていきたくないと、

こういうふうな思いでございます。

　それと、同じような思いであるのが、

水洗化率の向上でございます。これは、

先ほど委員もおっしゃったように、正雀

終末処理場、クリーンセンターの廃止に

つきましては、浄化槽汚泥と生し尿をＡ・

Ｂ両自治体でやっていただくという方針

に向かいますと、当然その費用もかさみ

ます。

　それを減らすには、し尿と浄化槽汚泥

を減らすということが当たり前のことな

んですが、その一つの方法としまして、

当初から水洗便所改造助成金を５，００

０円で始めております。いまだ５，００

０円でございます。されど５，０００円

だと私は思っておりますが、二番煎じで

はございませんけれども、車に対してエ

コカーの補助金を発行したことによって、

車が大きく売れたということと同様の扱

いができないのかなと。ですから、期限

つきで助成金を上げることによって、何

とか水洗化につなげていければというこ

とは検討はしております。

　ただ、いつの時期に、どういうふうな

内容でというのは、先ほどから話題に上っ

ておりますように、来年度をもちまして

東別府地域につきましては、汚水の整備

工事は終わろうとしております。今回の

委員会で審査を賜っております平成２３

年度から、初年度といたしまして取り組

みました。第１期目の方々につきまして

は、ことしの９月から供用開始をさせて

いただいております。今現在やらせてい

ただいています２期目の工事の方々につ

きましては、来年の９月から供用開始。

最終年につきましては、再来年の９月か

ら開始を考えていきますと、どの時点か

らどういうふうにさせていただいたらい

いのかなと。一つの区切りといたしまし

ては、そういうふうな方々の供用開始が

終わって、ある一定の期間を見定めた中

で、どういうふうにやっていくかという

ことを考えておるような次第でございま

すので、当分の間といいますか、そこが

済むまでは何とか現在の５，０００円で

いきたいという思いでおるのが現状でご

ざいます。

　あと、下水道使用料徴収事務委託料の

件でございます。確かに、水道部におき

ましては、摂津都市開発株式会社に委託

されまして、その方々の検針によりまし

て水道料金を徴収されておるというのは

事実でございます。ただ、土木下水道部

としまして、その使用料を算定する値に

何を見たらいいのかといいますと、水道

メーターといいますか、水道を幾ら使わ

れたのかということでしか判断のしよう

がございません。自前でやるということ

になりますと、各戸において自前で排水

メーターを全てつけていくというような

ことであるならば、下水道担当部署とし

ましても幾ら使っていただいているかと

いうことは把握できるかもしれませんけ

れども、一応、これはどこの市もやって

おるわけなんですけれども、水道メーター、

要するに有収水量をもって公共下水道の

使用料として算定していこうというよう

なことを取り決めておる限りは、水道の

メーターの所管は水道部が所管しており

ますので、そこに委ねるしかないのかな

と。ただ、検針の中身とか、その費用と

かについても、今後におきましては、そ

の委託料に関する費用の交渉は続けてい

きたいと思っております。
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　それと、流域への負担金について、何

か提案したのかということでございます

けれども、これは年数回、協議会におき

ましては年度のうち２回ほどしか行わず、

これは市長が出席されるわけなんですけ

れども。、末端の実務者会におきまして、

全て関係市におきまして協議しておるわ

けなんです。

　いずれにしましても、海外の業者とい

うようなことまで考えて入札に臨んでお

り、国際入札も取り入れるようなことは

どうかということを提案したこともござ

います。あと維持管理につきましても、

同じ業者ばっかりではないのかというよ

うなことにつきまして、提案もいたしま

した。

○野原修委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　交付要求とい

うようなことでございますけれども、平

成２３年度につきましては１４件ござい

まして、要求額３６万２，８９５円のう

ち実際に配当があったのは５件で、２万

６３１円が回収できておるという状況で

ございます。

○野原修委員長　山本委員。

○山本靖一委員　黒字を維持して、値上

げをできるだけしたくないという話を聞

きました。大体、黒字で値上げなんてい

うのは考えられません。いろいろ会計の

仕組みがあっても。少なくとも第４次行

財政改革に示されているような料金改定、

こういうときに、しかも黒字ということ

の中で値上げをしないと、そういうこと

を確認しておきたいと思います。

　それから、不納欠損の問題については、

水道部だけに頼るということではなしに、

引き続きいろんな情報を収集して下さい。

転出先不明というのは、毎年大体何件か

ご存じでしょうか。それに対してどんな

努力をされているのでしょうか、水道部

はやっているかもしれません。では、土

木下水道部単独でやっていますか。その

ように、水道部にお任せというようなこ

とじゃないかなと思うんです。土木下水

道部の主体性がどこにあるんですかとい

うようなことです。

　先ほどの下水道使用料徴収事務委託料

の問題だって、自分たちで一回、積算し

ないと、具体的な交渉なんてできないわ

けです。水道部が検針員に払う検針業務

委託料も、わざわざ調べに行かなわから

へんということです。これは、交渉に自

分たちの主体性がないということをあら

わしているんじゃないですか。改めて、

そういうことに思いをはせていただきた

いということを要請しときたいと思いま

す。

　それから、水洗便所改造助成金は５，

０００円を一律に渡していくというよう

なことでなくてもいいと思うんです。一

日も早く、くみ取りとか浄化槽のところ

に公共下水道を接続して欲しいという市

の方針をもって、所得制限をかけるとか

いろいろあるかもしれませんけれども、

その方の生活実態の中で対応していく。

５，０００円一律ということではなしに。

このことによって、いろんなことが見え

てくる可能性だってあると思います。１

件だっていいと思うんです。これは、市

としての基本的な姿勢だと思うんです。

　公平性からというようなことで、５，

０００円が公平というようなことを、ずっ

と言い続けてこられたんですけれども、

それぞれの実態に即した助成の仕方があ

るんじゃないかというのを私は思うんで

す。そういう方にも公共下水道の恩恵を

受けていただく。同時に、摂津市全体と

しても、し尿処理とか、浄化槽汚泥の処

理とかいうことが少なくなるような、こ

れは全体として貢献していることにつな
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がっていくわけですから、大きな目で見

ていくというようなこともあわせて必要

だと思うんですが、これもお願いをして

おきたいと思います。

　いろいろと問題提起をしましたから、

今後、答えが出てくるように、そういう

ことを期待して、私の質疑を終わりたい

と思います。

○野原修委員長　ほかに。

　村上委員。

○村上英明委員　１点だけお尋ねしたい

と思います。

　特別会計決算書の８１ページ、公共下

水道台帳システム構築委託料ということ

で、３，０４５万円という金額が計上さ

れていたと思います。これは、下水道台

帳の電子化の業務だと思いますが、この

内容について、お尋ねをしたいと思いま

す。

　それと、もう一つは、下水道台帳の委

託料２４１万５，０００円というのも計

上されているかと思います。この内容に

ついて、お尋ねしたいと思います。

○野原修委員長　答弁を求めます。

　樫本課長代理。

○樫本下水道事業課長代理　まず、下水

道台帳システム構築委託につきましてな

んですけれども、これは下水道管、人孔

などの下水道の施設情報をより正確に把

握するため、ＧＩＳといわれる公共下水

道台帳システムにデータを構築するもの

に当たります。

　委託の内容につきましてですが、今ま

での下水道台帳に記された約３３５キロ

メートルのデータをインプットする業務

になっております。この業務につきまし

ては、人孔及び汚水桝等々も全部含めた

中での過去の分につきまして、データを

入れたという作業になっております。

　それから、下水道台帳作成業務委託な

んですけれども、これにつきましては、

例年続けております過年度、前年度の下

水道の公共下水道管の新設した分につき

まして、台帳に載せる作業を行っており

ます。それから、前年度に公共下水道、

私どもが行ったもの以外、開発とか、い

ろいろ私企業でやられた分についても、

私どものほうへ所有権を移管された分に

つきまして全部こちらのデータに落とし

ていく作業です。

　片方はデータをデジタル化するために

過年度の分を全部データに落とし込む作

業をしているのと、それからまだデータ

がデジタル化されておりませんので、完

成し切れておりませんので、平成２３年

度につくりました、平成２２年度の分に

つきましては、アナログでも情報をそこ

へ蓄えておるというような形にさせても

らっておりますので、２点、委託業務が

発生したということになっております。

○野原修委員長　村上委員。

○村上英明委員　下水道台帳システム構

築委託につきましては、データ化をして

いるというようなことであると思います。

過去の分だというふうに思うんですけれ

ども、この約３，０００万円というお金

を使って、過去の分がどれぐらいデータ

化できたのかということをお尋ねしたい

と思いますし、またデータ化したことに

よって、例えば業務上、効率アップした

とか、何かそういうことがあるのかどう

かというのをお尋ねしたいと思います。

○野原修委員長　樫本課長代理。

○樫本下水道事業課長代理　先ほど申し

上げさせていただいたとおり、約３３５

キロメートルの分につきまして、これを

過年度からの分、全てになるんですけれ

ども、これにつきましては全部データを

入れた、これが大きな成果だったと思っ

ております。
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　それから、これに対する効果なんです

けれども、下水道事業課のほうのパソコ

ンに全部データを入れておりまして、こ

れを今、日々の業務の中で職員のほうが

使っております。効果的と思われますの

は、リアルタイムにすぐに出てくる。そ

れから、必要な分を必要な範囲で示すこ

とによって、来庁者の方にもご説明がで

きるという分での利点があるというのは

感じております。これは、今後もずっと、

このままシステムのほうを構築した中で、

なお一層の利便性が図られるのではない

かと考えております。

○野原修委員長　村上委員。

○村上英明委員　データ化するというこ

とでありますけれども、例えば固定資産

税課でありましたら、この地番を教えて

ほしいということであれば、カウンター

席にディスプレイを置いて、そこで来ら

れた方にお示しをしているというふうに

なってるかと思うんです。そういう意味

では、下水道事業課の窓口の前に行きま

すと大きな台帳が置いてあって、そこの

台帳を見ていただいているということで

すが、そういうことがデジタル化していっ

て、画面を見ていただくというようなこ

とをしていけば、お互いに同じ画面を見

ながら説明もできるし、より正確に埋設

位置の把握もできていくのかなと思いま

すので、そう意味ではそういう姿勢も、

しっかりと来られた方により活用してい

ただけるような手だてをこのまま打って

いっていただければなと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○野原修委員長　ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野原修委員長　以上で、認定第５号の

質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時２６分　休憩）

（午前１１時２９分　再開）

○野原修委員長　それでは、再開します。

　認定第２号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　宮川水道部長。

○宮川水道部長　おはようございます。

　認定第２号、平成２３年度摂津市水道

事業会計決算認定の件につきまして、目

を追って、主なものについて補足説明を

させていただきます。

　それでは、決算書に基づきまして、そ

の内容をご説明申し上げます。

　まず、決算書の１２ページをお開き願

います。

　平成２３年度摂津市水道事業報告書の

１．概要に記載いたしておりますが、平

成２３年度の年間総配水量は１，０８２

万３，１９６立方メートルで、前年度に

比べ１８万９，９２４立方メートルの減

少となっております。年間総有収水量は

１，０１８万３１４立方メートルで、前

年度に比べ１３万９，７９３立方メート

ルの減少となっております。この主な要

因といたしましては、景気の低迷により

ます事業者、並びに市民の方々の節水対

策などによるものと考えております。

　水源別内訳の配水量につきましては、

別表１．年間総配水量に記載いたしてお

りますように、自己水の割合は前年度に

比べ１．１ポイント低下し、全体の２９．

７パーセントを占め、３２１万８，２０

０立方メートルとなっております。一方、

大阪広域水道企業団の割合は、１．１ポ

イント上昇し、全体の７０．３パーセン

トを占め、７６０万４，９９６立方メー

トルとなっております。

　また、１立方メートル当たりの給水原

価につきましては、１３ページの別表２．

給水原価、供給単価の推移に記載してお
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りますように、前年度に比べ２．０パー

セント、３円５３銭低下の１７５円３１

銭になっております。また、供給単価に

つきましても１．８パーセント、３円４

９銭低下の１９３円４１銭となっており

ます。

　続きまして、２２ページをお開き願い

ます。

　１．収益費用明細書（税抜き金額）に

ついてご説明申し上げます。

　収益でございますが、款１、水道事業

収益、項１、営業収益、目１、給水収益

は、前年度に比べ３．１パーセント，６，

３１２万３，９１６円減の１９億６，８

９３万４，９０４円となっております。

これは、水道料金の値下げや節水の影響、

工事用に供する臨時用給水の減少などに

よりまして、水需要が減少したことによ

るものでございます。

　目２、受託工事収益は、前年度に比べ

３３３．９パーセント、１，３７６万１，

１４２円増の１，７８８万３，０５９円

となっております。これは、公共下水道

事業整備におけます移設受託工事収益が

増加したものでございます。

　目３、その他営業収益は、前年度に比

べ２．４パーセント、２０万４，７５７

円減の８３４万６，５１３円となってお

ります。これは、マンション等の新築及

び建てかえなどの住宅開発に伴う設計審

査や、工事検査の手数料が減少したこと

などによるものでございます。

　目４、受託事業収益は、前年度に比べ

４．１パーセント、１２８万６，４３５

円増の３，２３０万４，４９０円となっ

ております。これは、下水道使用料徴収

受託に係ります調定件数の増加によるも

のでございます。

　次に、項２、営業外収益、目２、受取

利息及び配当金は、前年度に比べ４０．

６パーセント、１９９万４，５８９円減

の２９１万５，６２７円となっておりま

す。これは、摂津市土地開発公社への貸

し付けの終了に伴い、貸付金利息がなく

なったことによるものでございます。

　目３、土地物件収益は、前年度と同額

の３１７万２，７５０円となっておりま

す。これは消防庁舎、鳥飼送水所ゲート

ボール場の土地使用料及び太中浄水場ゲー

トボール場の施設使用料でございます。

　目４、雑収益は、前年度に比べ７６．

８パーセント、６２１万９，３２６円減

の１８７万８，２１７円となっておりま

す。これは、大阪府市町村互助会補給金

に係ります返還金がなくなったことなど

によるものでございます。

　目５、納付金は、前年度に比べ６３．

０パーセント、１億４８１万２，５００

円減の６，１５３万７，５００円となっ

ております。これは、南千里丘におけま

す大規模集合住宅の建設などの納付金が

なくなったことによるものでございます。

　目７、他会計負担金は、前年度に比べ

１４．１パーセント、３８４万９，８３

１円増の３，１１９万８，３６９円となっ

ております。これは、水道使用料金の福

祉減免相当額を一般会計から負担金とし

て収入したもの、及び下水道使用料徴収

に係りますＯＡシステム関係費用を下水

道事業特別会計から負担金として収入し

たものでございます。

　続きまして、２３ページ、費用につき

ましてご説明申し上げます。

　款１、水道事業費用、項１、営業費用、

目１、原水・浄水及び送水費は、前年度

に比べ１．１パーセント、９５０万４，

３４２円減の８億７，１４７万４７３円

となっております。これは、太中浄水場

や送水所の運営に係る人件費、維持管理

費、動力費、受水費などの費用で、減少
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の主な理由といたしましては、施設の維

持管理に係る修繕費や人件費などの減少

によるものでございます。

　２３ページから２４ページにかけまし

て、目２、配水・給水費は、前年度に比

べ９．６パーセント、１，６２５万３１

７円増の１億８，５４７万２１６円となっ

ております。これは、人件費のほか、夜

間及び休日における修繕業務の委託及び

漏水調査、耐震調査の委託、水道管漏水

による修理、給水管の切りかえ工事など

の費用で、増加の主な理由といたしまし

ては、人件費や給配水管の維持管理費に

係る修繕費等の増加によるものでござい

ます。

　目３、受託工事費は、前年度に比べ１

２２．９パーセント、１，３１８万６，

０４３円増の２，３９１万５，６７９円

となっております。これは、人件費のほ

か、給配水管布設受託工事や受託修繕に

伴う給水装置の修理費や材料費などで、

増加の主な理由といたしましては、受託

工事に係る工事請負費等が増加したもの

でございます。

　２４ページから２５ページにかけまし

て、目４、業務費は、前年度に比べ６．

７パーセント、７３６万８，０９８円減

の１億３２４万６，３２７円となってお

ります。これは、人件費のほか、検針業

務等にかかる委託料などで、減少の主な

理由といたしましては、人件費などの減

少によるものでございます。

　２５ページの目５、総係費は、前年度

に比べ２２．７パーセント、５，３８２

万２，８７３円減の１億８，２９２万１

９４円となっております。これは、人件

費のほか、中央送水所施設管理業務やＯ

Ａ機器の保守、電子複写機等の借り上げ、

郵送料等の一般部局への負担金、その他

水道事業運営に係る一般管理的な費用で、

減少の主な理由といたしましては、退職

給与金などが減少したものでございます。

　目６、減価償却費は、前年度に比べ１．

３パーセント、４０９万１，５１３円増

の３億３，１３６万６，８５７円となっ

ております。この増加の主な理由といた

しましては、機械及び装置、車両及び運

搬具等に係る減価償却費が増加したこと

によるものでございます。

　目７、資産減耗費は、前年度に比べ２

７．２パーセント、８２万７，４９４円

増の３８７万４，８０１円となっており

ます。これは、老朽化した量水器やハン

ディーターミナルなどの有形固定資産の

処分を行ったものでございます。

　２６ページをごらんください。

　項２、営業外費用、目２、支払利息及

び企業債取扱諸費は、前年度に比べ９．

７パーセント、１，１２４万７，２９８

円減の１億４７３万６１９円となってお

ります。これは、平成２２年度までに借

り入れた企業債に係ります支払利息でご

ざいます。

　目５、雑支出は、前年度に比べ５．６

パーセント、９万８，９１０円減の１６

７万１，４００円となっております。こ

れは、水道使用料金過年度還付金等でご

ざいます。

　項３、特別損出、目１、特別損出は、

前年度に比べ３５．２パーセント、３０

５万１，７６９円増の１，１７２万１，

８５４円となっております。これは、転

出先不明や企業倒産等による水道料金の

徴収不能分を過年度損益修正分として処

分したものでございます。

　続きまして、２．資本的収入支出明細

書につきましてご説明申し上げます。

　款１、資本的収入、項１、企業債、目

１、企業債は、前年度と同額の３，００

０万円となっております。これは、前年
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度に引き続き、配水管整備事業を実施す

るために借り入れた企業債でございます。

　項２、工事負担金、目１、工事負担金

は、前年度に比べ３３．３パーセント、

３０万円減の６０万円となっております。

これは、消火栓２か所の設置に係る工事

負担金収入でございます。

　次に、２６ページから２７ページにか

けまして、支出についてご説明申し上げ

ます。

　款１、資本的支出、項１、建設改良費、

目１、施設改修費は、前年度に比べ１９．

４パーセント、３，０７１万４，０１５

円減の１億２，７５９万２，０００円と

なっております。太中浄水場等の浄水送

水施設の改修については、中長期的な計

画に基づいて実施しております。平成２

３年度は、太中浄水場の３号井戸増強工

事や中央送水所のポンプ室の第１期更新

工事などを行ったものでございます。

　目３、固定資産取得費は、前年度に比

べ２０．３パーセント、４４２万６，６

９７円増の２，６２７万５，７８１円と

なっております。この主な理由といたし

ましては、工具器具及び備品の購入費が

増加したものでございます。

　目６、配水管整備事業費は、前年度に

比べ９．７パーセント、１，５１１万１，

６３１円減の１億３，９８８万１，０６

９円となっております。この主な理由と

いたしましては、配水管布設や鉛給水管

切りかえ工事に係る工事請負費が減少し

たものでございます。

　項２、企業債償還金、目１、企業債償

還金は、前年度に比べ４．４パーセント、

１，２６３万５，００３円減の２億７，

５４９万１，１００円となっております。

これは、平成１７年度までに借り入れた

企業債の元金償還金でございます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○野原修委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　原田委員。

○原田平委員　まず、水道の組織につい

てお尋ねいたしたいと思います。これは、

以前にも部長に見解を求めたところであ

りますが、欠員の不補充等によりまして、

非常に心配されることがあると思います。

そこで、考えをお聞きしたいと思います。

公営企業の公的責任、そして技術の継承、

そして安定給水、そして何よりも公共の

福祉の充実を図らなければなりません。

また住民要望に応えていくためにも、水

道組織の重要性があるわけでありますけ

れども、これについて平成２３年度、ど

うであったのかお尋ねをいたしたいと思

います。

　続いて、災害対応でありますが、震災、

あるいは老朽化による送水管の破裂、あ

るいは先日起こりました濁り水の対応、

そういった危機対応について、どのよう

に取り組まれたのかお尋ねをいたしたい

と思います。

　続きまして、大阪広域水道企業団につ

きましては、先般、一般質問を行いまし

たけれども、大阪府水道整備基本構想、

そして大阪府広域的水道整備計画と、そ

れぞれの市町村との関係について、摂津

市のこれまでの対応として、どのように

されてこられたのかお尋ねをいたしたい

と思います。

　先ほどのご説明の中で、鉛管、あるい

は老朽管の対策について、工事費の減少

という説明がありましたけれども、どの

ような状況で平成２３年度取り組まれた

のかお尋ねをいたしたいと思います。

　臨時給水保証金についての取り扱いに

ついて、現状はどうなっているのかお尋

ねをいたします。
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　水質検査体制を強化しなければならな

いということでありますが、これについ

てどのように取り組まれたのかお尋ねを

いたしたいと思います。

　太中浄水場の監視業務について一部民

間委託をされたわけでありますが、安定

給水、あるいは非常時の対応について、

どうであったのかお尋ねをいたします。

　多くの事業において業務委託を行って

います。委託をすることによって、サー

ビス水準の向上を図らなければならない

のでありますけれども、どういった検証

をされたのか、あるいは評価について、

どのようにされているのかお尋ねをいた

したいと思います。

　先ほど、公共下水道事業特別会計の決

算審査の中において、山本委員から質疑

がありましたけれども、摂津都市開発株

式会社に委託されている検針業務につい

てでありますが、下水道からいただいて

いる下水道使用料徴収受託料について、

検針員に払う検針業務委託料とのかかわ

りについてお尋ねをいたしたいと思いま

す。

　それと、昨年度、メーター取替工事と

して５，６８８件のメーターの取替が行

われています。給水戸数が３万７，６６

６戸ということでありまして、この工事

計画について、どのようになっているの

かお尋ねをいたします。

○野原修委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５０分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○野原修委員長　それでは再開します。

　答弁求めます。

　小明課長。

○小明営業課長　下水道使用料徴収受託

料について、検針員に払う検針業務委託

料とのかかわりについてというお問いで

すが、ご存知のように検針業務の内容と

いたしましては、通常のメーター検針の

ほか、無断使用者の発見や違反使用者の

発見、また漏水の発見などを業務といた

しております。この水道メーターの検針

は料金を算出する基本となっていますこ

とから、下水道使用料受託料の算出にお

きまして、下水道担当部署との間で交わ

しました協定書の中でもうたわれていま

すように、徴収にかかる経費の中に、こ

の検針業務委託料が含まれているもので

ございます。

○野原修委員長　豊田参事。

○豊田水道部参事　まず水道部の組織に

ついて、また平成２３年度、職員の体制

がどうなっているかについて、ご答弁申

し上げます。まず職員数について、２２

年４月１日現在におきましては、４０名

でございました。それが平成２３年４月

１日現在では３８人となっております。

続きまして、水道部における技術の継承

はどうかというお問いもあったかと思い

ます。水道部といたしましては職員の年

齢構成、やはり高年齢化が進んでおりま

すので、その辺でやはり技術の継承につ

いてはその辺のバランスが必要かと考え

ております。

　続きまして濁り水等、緊急時の対応に

ついてどういうふうにしているかについ

てご答弁申し上げます。私どもとしまし

ては、緊急時の対策についてマニュアル

をつくらせていただきまして、それに基

づき対応するようにいたしております。

また平時におきましても、３班の体制で

これを交代で、１週ごとの交代というこ

とで３班体制で、緊急時の対応に応ずる

ような体制を常々から整えている状況で

ございます。

　続きまして、大阪広域水道企業団の種々

の事業計画における摂津市との関係につ

いてのお問いについてご答弁申し上げま
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す。現在、大阪広域水道企業団において、

将来構想を初めとするさまざまな計画を

立てておられるということは、私どもも

認識しております。ただこれらの計画に

ついては、企業団が今後どうするかとい

う計画でございまして、本市はまた本市

で独立した企業体でございますので、こ

れとは別という扱いで将来的な構想を立

てていかなければならないと考えており

ます。しかしながら、今般やはり企業団

との関係が、全然別事業体ということに

はなってきておりませんので、やはり今

後は企業団との関係を見据えながら、こ

の点については私どもも踏まえていかな

ければならないと考えております。

　続きまして、業務委託をして、そのサー

ビスの向上をどのように評価しているか

というお問いについてご答弁申し上げま

す。この業務委託のサービスの向上の評

価については、私どもなかなか難しいと

ころでございまして、どのように評価す

るかというのはちょっと悩んでいるとこ

ろなんですけれども、ただ私どもといた

しましては、やはり委託業者に対しては

私どもが今までやってきたサービス、こ

れが落ちることのないように努めていき

たいということで、業者のほうに指導等々

していきたいと考えておるところでござ

います。

○野原修委員長　渡辺次長。

○渡辺水道部次長　まず、鉛管、老朽管

の対策についてでございますが、平成２

３年度にの実績といたしましては、８路

線１２６件、他工事４１６件と合わせま

して５４２件の鉛管解消を実施を行いま

した。それで５，８２８件の鉛管を解消

しておりますが、依然まだ７，４３２件

が残存している状況でございまして、進

捗率にいたしましては４４パーセントと

いう状況でございます。前年度との減額

理由といたしましては、配水管整備事業

の中で、整備事業の距離自体はふえては

おるんですが、金額としては減っていま

す。平成２２年度の事業の中で、平成２

０年度に発生しました漏水事故路線での、

幹線の耐震化方針を立てたことから、延

長は非常に短いんですが単価が上がった

ため、その内容で平成２３年度は平成２

２年度よりも決算額は少し減ったという

内容でございます。

　続きまして臨時給水保証金についての

お問いでございます。まず臨時給水保証

金はどういうときに取っているんだとい

うことなんですが、建物を建築される場

合、建築中に水道を使用なさっていると

きに、臨時の給水で水道を使用される場

合、それに対する保証金という形でいた

だいております。位置づけといたしまし

ては、臨時水栓開栓における未収金回収

不能時の担保という形で保証金を取らせ

ていただいているというような状況でご

ざいます。

　それと太中浄水場の水質検査体制でご

ざいますが、まず太中浄水場で井戸水を

くみ上げて浄化し、各御家庭へ送水する

わけなんですが、その中で水質の確認、

これは水道法第４条に基づき、設けてあ

ります水質基準に適合しなければならな

いということで、水質基準の項目としま

しては５０項目ございます。その項目を

確認した中で送水させていただいている。

それで太中浄水場での水質検査でござい

ますが、この５０項目のうち３７項目が

自己検査ができる現状でございます。自

己分析ができない項目につきましては、

現在大阪広域水道企業団に委託をしてお

ります。頻度といたしましては、項目に

よるんですが、３か月に１度であったり

１か月に１度という項目があるんですが、

この水道部の自己検査ができるものにつ
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いては約１か月に１回のチェックをしな

がら、安全安心の水を送らせていただい

ているという状況でございます。検査体

制といたしましては、２名体制で行って

おります。

　次に太中浄水場の監視業務委託でござ

います。これにつきましては、平成２２

年度から運転監視業務、これを委託化と

いうことでさせていただいております。

平成２２年度につきましては、午後５時

から翌日の午前９時までの間の業務、こ

れを委託化しております。平成２３年度

でございますけれども、夜の業務プラス

祝祭日の８時４５分から１２時１５分、

ここまでを追加委託いたしまして、年間

委託料３，２３３万円を３年契約の内容

で発注をさせていただいております。費

用対効果といたしましては、平成２１年

度に比べまして約２，５００万円の経費

が節減できたという状況でございます。

職員体制でございますけれども、平成２

１年度は太中浄水場運転監視業務にかか

る職員としましては１６名おりました。

平成２３年度につきましては職員数９名

という体制の中で実施をさせていただい

ているという状況でございます。

　それともう一点、メーター取替につい

てでございますけれども、平成２３年度

のメーターの取替件数、これは５，６８

８件の取りかえをいたしました。金額に

いたしまして８３１万９，１５０円とい

うことで実施をさせていただいておりま

す。このメーターにつきましては、機械

物でございまして、やはり器差というも

のがございまして、これが計量法に規定

されておるんですが８年以内に取りかえ

が義務づけられております。そんな状況

の中で、平成２５年から平成２９年の５

か年計画を立てた中でメーターの取替を

実施をさせていただいているというのが

実態でございます。

○野原修委員長　原田委員。

○原田平委員　組織のあり方であります

が、先ほど御答弁いただきまして、前回

お聞きした際には、部長から非常に厳し

い中でも頑張っていきたいということで

ご答弁がありまして、それ以後やはりバ

ランスを考えているということでありま

すけれども、今の３８名体制の中でお辞

めになられる方がいて、補充をしなけれ

ばならない、先ほど言いましたように技

術の継承は十分できているんですか。で

きていないでしょう。もうこれ以上退職

されたら運営が非常に難しいという状況

になっているので、改めて聞いたわけで

ありまして、部長も来年３月末で退職だ

というふうにお聞きいたしております。

部長の技術を継承してもてもらわないと

いけない。そんな状況でありますので、

部長から今の体制についてお聞きをいた

したいと思います。

　災害対応についてマニュアルをつくら

れてやっておられるんですけれども、先

ほどの組織と一緒でありまして、現体制

では非常に厳しい状況になってきている

と感じるところであります。これについ

ても考えをお聞きしたいと思います。

　それから大阪広域水道企業団でありま

すが、先般も質問いたしましたように、

浄水施設、給水管、送水所、そういった

ところの無償譲渡というふうになってく

ると、本市に持っています太中浄水場の

浄水機能を全て企業団のほうに無償譲渡

しなければならないと、こういう状況に

なったときに資本投資をやっている状況

でいいのかどうかということも考えられ

るわけです。今後のことを考えれば。そ

ういったところも、施設の整備計画とに

らみ合わせてやっていかなければ、投資

はするわ、企業団のほうへ持っていかれ
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るわということになったら、その負債だ

けが市民にのしかかってくるということ

になるので、そういった状況を踏まえて

再度お考えをお聞きをいたしたいと思い

ます。

　鉛管、老朽管対策については引き続き

頑張っていただきますように、これは要

望しておきたいと思います。

　臨時給水保証金についても、額はそう

大したことはないと思うんですけれども、

やはり間違いのないようにしていただい

て、公平性ということも十分考えた上で

やっていただきたいということ、これも

要望しておきます。

　太中浄水場の水質検査は１３件ほどは

委託しておるんですけれども、やはり飲

み水でございますので、しっかりした検

査体制をとっていただいて、安心安全な

水を供給していただくということで、取

り組んでいただきたいということを要望

しておきたいと思います。

　それから太中浄水場の監視業務委託、

これについて現状以上に行うと、先ほど

申し上げましたように体制の面で、非常

事態等があったときに対応できないとい

うふうにも感じますので、そこらを十分

精査されて、水道のほうで取り組みをし

ていただきたいと、これも要望しておき

たいと思います。

　業務委託は先ほど申し上げました太中

浄水場、あるいはほかで業務委託してい

る分についての検証をこれからもやりな

がら、余り効果がないということであれ

ばやめて、次の考えを打ち出すというこ

とで、評価と検証をしっかりやっていた

だきたいということで要望しておきたい

と思います。

　検針員に払う検針業務委託料の関係で

ございますが、先ほどの公共下水道事業

会計の審査の中におきまして、検針員に

払う検針業務委託料２，１０５万５，０

００円は按分して下水道担当部署でも負

担しているということでした。それで、

公共下水道事業特別会計から３，３９１

万９，７１４円を業務受託料としていた

だいていると。先ほどの説明では不十分

で、再度お聞きをいたしたいと思います。

２，１０５万５，０００円の摂津都市開

発株式会社への委託、検針員１２名とい

うことでの人件費、公共下水道事業特別

会計から支払われる受託料の中での割合

をどういうふうにして決めているかとい

うことを御説明いただきたいと思います。

検針業務委託料が全て公共下水道事業特

別会計から支出されている訳ではないで

すよね。

　それから、メーターの取替は８年以内

ということであります。もう少し超えて

おったんじゃないかなというように感じ

るんですけれども、計量法の関係でとい

うことであれば、平成２５年から平成２

９年で全て終えられるのかどうか、再度

聞きたいと思います。

○野原修委員長　答弁を求めます。

　小明課長。

○小明営業課長　説明が不十分で申しわ

けございませんでした。摂津都市開発株

式会社への検針業務委託料２，１０５万

５，０００円は、下水道使用料徴収受託

料の中に全て含まれているということで

はなくて、先ほど申し上げました徴収に

かかわる経費という中には人件費、委託

料、その他のものが含まれたものが基礎

となって、その金額を全体の調定件数に

占める下水道使用料の調定件数の割合で

もって計算し、さらに補正率として０．

５を掛けたもので、下水道担当部署から

徴収委託料を頂戴しているということで

ございます。ですから、下水道担当部署

から頂戴している分が全て検針業務委託
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料として摂津都市開発株式会社への支払

いに充てられているといったことではご

ざいません

○野原修委員長　豊田参事。

○豊田水道部参事　私から大阪広域水道

企業団に関する件についてご答弁申し上

げたいと思います。今般、大阪市との統

合問題の中から、資産について統合時に

は無償譲渡するという話が進んでおりま

す。資産についてもなんですけれども、

負債についても同時に移譲するという形

になっておりますので、負債のみが市民

に残るということになるものではござい

ません。この辺は御理解願いたいと思い

ます。それで一緒になるときの様態なん

ですけれども、各市町村の今の経営状況

の収支をもって、企業団に会計ごと移譲

しまして、その中で、企業団の中に摂津

市の水道会計ができるというような状況

で収支をいたします。これについては今

の収支状況と同じような状況で水道料金

等々を決めるというふうな形になってま

いります。それで、その後やはり府域一

水道という問題もございますので、この

辺につきましては各市、または企業団水

の価格、これが平準化された時点で、水

道料金が大幅にかわらない状況の中で、

統合されていくというふうな形で進めら

れるというふうに、私どもは聞き及んで

いるところでございます。

○野原修委員長　渡辺次長。

○渡辺水道部次長　メーター取替の計画

についてお答えいたします。平成２５年

から平成２９年の計画を立てさせていた

だいておりますが、メーター自体が８年

で取替という状況になりますので、１軒

のお宅で８年ごとに取替えていかなけれ

ばなりませんので、ですから家があり、

給水している限り８年ごとの取替という

ことになりますので、年々、取替の戸数

の波は多少ありますけれども、供給して

いる間中、やはり取替の作業は続いてい

くという状況でございます。

○野原修委員長　宮川部長。

○宮川水道部長　それでは組織の関係と

いうことで、非常に難しい問題でござい

ます。私どもも職員の高齢化といいます

か、そういうところについては非常に危

機感を感じているという状況でございま

す。前回、委員会で述べさせていただい

た時から気持ちとしては全く変わってお

りませんけれども、今、本市が抱えます

状況として、職員数の削減というような

大きなものを示されております。そのよ

うな中でやはりどことも、私ども水道部

だけではなしに、一般部局のほうにおき

ましてもやはり、職員の増員を求める部

署が非常に多くあるというふうに伺って

おります。私どもとしまして、私も来年

退職ということで、水道部の技術職が１

名減るという、これはもう確実な状況で

ございます。ただその中では、私はやは

り何らかの形で技術を継承していただく

べき人材の配置、これは求めていきたい、

このように考えております。私はやはり

技術の継承、これは大事だと思っていま

す。これは我々が持つものだけではなし

に、やはり市全体、市民全体の財産、こ

ういうふうに考える知的財産であるとい

うふうには私は思っているんです。です

から、やはりそれを継承していく中では、

年齢層の段階をなくすですとか、やはり

こういうことは今後、何らかの形で検討

していかなければならない内容だと思い

ます。これは一般部局も恐らく同様の話

ではないかなと思っております。ですか

ら、非常に厳しい状況にあるんですけれ

ども、私としましてはやはり高年齢化、

あるいは採用問題も含めて、今後協議、

検討を重ねてまいりたいと、このように
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考えておるところでございます。

　もう一つ、災害対応、このときの体制

につきましても、非常に厳しい状況にご

ざいます。私も水道部に来て２年目にな

りますけれども、やはり安心安全な水を

安定的に供給する、これは簡単なようで

非常に難しい状況にあろうかなと。一つ

ことが起これば、今の体制の人数ではと

ても足りないと私は思います。その折に

はやはり一般部局への、いろんな形の応

援体制を各関係機関を含めまして、お願

いせざるを得ない状況になるんではない

かなというふうに思います。それでこの

危機感につきましては、先だって御案内

させていただきましたけれども、太中浄

水場のほうでの電気の地絡事故の関係で

一部水が濁って、このために市民への周

知あるいは濁り水を少しでも軽減するた

めの対応ということで、現場へ人員を配

置しなければならない、こういう状況の

中で本当に、これで筒いっぱいだなと、

これ以上のことがあれば今の現員ではと

ても足りなくて、一般部局への協力要請

をしなければならないということを痛切

に感じた状況でございますので、このあ

たりもしかるべき処置がとれるよう、一

般部局とも協力体制、このあたりを協議

させていただきたいと、このように考え

ているところでございます。

○野原修委員長　原田委員。

○原田平委員　部長から組織の問題を考

えておられることをお聞きしまして、ぜ

ひ強く言っていただいて、先般新聞に載っ

ておりましたが、堺市で、約３万３，０

００戸が一気に断水してしまったという

ことで、相当大変な対策に追われたとい

うことでありましたし、給水の関係で総

動員をしなければできなかったというよ

うなことが新聞に載っておりました。本

市はまずそういうことはないとは思うん

ですけれども、災害対応とかあるいは危

機管理の体制をしっかりとつくり上げて

いただきたいということをお願いしてお

きたいと思います。

　それから大阪広域水道企業団について

も、やはり摂津市の意見として十分反映

をしていただきたいということもお願い

しておきたいと思います。

　小明課長、先ほど山本委員が公共下水

道事業特別会計の審査時に質疑されたと

きにも検針業務委託料についてはお聞き

してましたが、この委託料を丸々公共下

水道事業特別会計が持つ訳ではないとい

うことで、その点についてもう一度説明

お聞きしたいと思います。

○野原修委員長　聞かれている内容を丁

寧に答弁ください。

　小明課長。

○小明営業課長　それではただ今の件な

んですが、下水道担当部署と交わしてい

る下水道使用料徴収事務に関する協定書

というのがございます。その中の下水道

使用料徴収委託料の支払いというところ

にどういうふうにして計算するかという

算式がございます。その算式の内容とい

たしましては、徴収にかかわる経費、そ

れから給水にかかわる事務経費というも

のを合わせたものが、もとになる金額で

ございまして、それに下水道使用料の調

定件数を掛けまして、それを全体の水道

料金の調定件数と下水道調定件数を合わ

せたもので割ったものに補正率を掛ける

と、それで出すという算式でございます。

その中での徴収にかかわる経費、この中

身はどういうものかといいますと、水道

部営業課の徴収にかかわる一般事務事業

の経費、それから水道部営業課の徴収に

かかわる車両管理事業の経費。それから

水道部営業課の徴収にかかわるＯＡ機器

管理事業の経費、それから水道部営業課
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の徴収にかかわる水道料金収納事業の費

用、それから水道部営業課徴収にかかわ

る検の費用と、ということでここで検針

費用が入ってまいります。それから水道

部工務課の徴収にかかわる浄水器管理事

業の経費というふうな経費がございます。

それに水道部の営業課及び工務課の人的

費用のうち、公共下水道の使用料の徴収

にかかわる経費に関する事務を行う職員

の人件費というものを合わせたものでご

ざいますので、ですから摂津都市開発株

式会社に払っている２，１０５万５，０

００円を下水道使用料徴収委託料の３，

３９１万９，７１４円から全て払ってい

るということではございません。

○野原修委員長　豊田参事。

○豊田水道部参事　細かい説明になりま

したので、私のほうから補足的に説明さ

せていただきたいと思います。今の小明

課長の説明にありましたように、実際は

徴収にかかる経費、この中に２，１０５

万５，０００円を加えまして、その後水

道料金と下水道使用料の調定件数で按分

して、その後に補正率０．５を掛けてお

りますので、２，１０５万５，０００円

丸々を公共下水道事業特別会計から支払っ

ていることにはなってございません。今

後私どもとしましても、下水道担当部署

にその辺をわかりやすいように説明でき

るようなことで相談させていただきたい

と思います。今後検証、研究させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

○野原修委員長　原田委員。

○原田平委員　要望だけいたしますが、

公共下水道事業特別会計も非常に厳しい

財政状況の中で運用されておられて、委

託料の負担問題については少しでも軽減

するという立場から、水道部として先ほ

どの説明の中で浄水器とか工務課の人件

費の一部をとか、この際含めておけとい

うような考えは一度改めていただいて、

やはり正しく、この分については必要な

経費の分を持っていただくと、ほとんど

は水道部が負担したらいいわけだと私は

思いますので、これは今後検討していた

だくように要望しておきたいと思います。

○野原修委員長　ほかに。

　山本委員。

○山本靖一委員　最初に確認しておきま

すけれども、緑色の摂津市水道事業会計

決算書の冊子は、１ページ目に「認定２

号」から「認定第２号」と訂正で貼りつ

けてある、これが最終で間違いないです

ね。

○野原修委員長　宮川部長。

○宮川水道部長　はい。

○山本靖一委員　それでは、中身の質疑

に入らせていただきます。事務報告書で

はなくて、いただいている水道事業年報、

これが非常にわかりやすいのでこれを使

わせていただきます。自己水が減って、

大阪広域水道企業団の水をたくさんいた

だく、そんな状況になっているんですけ

れども、承認水量を保証していく上で自

己水の確保、どういう形に位置づけをし

ていくかという大事なことがあると思う

んです。そこで太中浄水場３号井戸のポ

ンプについて、水道部の平成３２年度ま

での施設整備計画によると、井戸の補修

は入っていません。入っていませんが、

こういう状況でいけるのか。この３号井

戸というのは事業年報で見ますと、昭和

４０年３月に竣工されて、その後、昭和

５６年７月に三重ケーシング工事を受け

られています。その後、増強工事はされ

ていない。４号井戸については昭和５２

年２月、５号井戸が昭和５４年７月、６

号井戸が５５年６月というふうに見てい

きますと、４号井戸、５号井戸、６号井
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戸の増強工事というのはそんなに遠くな

い時期に来るのかなというように思うん

ですけれども、この計画に、今言いまし

たように平成３２年度までは全くないと、

そういうことの中で自己水の確保ができ

ていくのか、というようなことを最初に

聞いておきたいと思うんですけれども。

総配水量として、平成２２年度は約１，

１００万立方メートルだったんですが、

平成２３年には約１，０８２万立方メー

トルで、１，１００万立方メートルを切っ

てきているような状況ですから、承認水

量を保証していく上で、今言いましたよ

うに太中浄水場の自己水をどういうふう

に位置づけするのかというのが随分大事

なことになってきますし、施設利用率の

問題、最大稼働率の問題、いろいろある

んですけれども、これらも５０パーセン

トほどしかないわけで、そういうところ

から答えを導き出していくことが大事だ

と思うんですが、その辺について聞いて

おきたいと思います。

　メーターについてですが、８０ページ

を見ていただきますと、不感水量という

のはメーターが感じない水の量という意

味だと思うんですけれども、平成１９年

度は２．７パーセントでした。平成２３

年度は３．２パーセントということです。

メーターが感じない水量、そういう解釈

であれば、３４万６，３４２立方メート

ルは、ラフな計算ですが、金額にして約

６，４００万円近くになります。メーター

が感じない水を金額に置きかえると６，

０００万円にもなる。メーターの精度、

８年間で交換というふうにおっしゃって

いましたが、これはプラスのほうにふれ

たら家庭にとっては具合が悪いので、恐

らくマイナスの方向に何ぼという許容が

あるんでしょう。そうするとこのプラス

マイナスの許容はどういうふうになって

いるのか、８年間で交換というようなこ

とですが、９５ページを見ますと、不回

転での取替が３個しかないんですよ。そ

れで点検はゼロなんです。メーターが回っ

ているか回っていないかというようなこ

とは全然調べていないと、つまりゼロな

んですよ。そうすると、メーター不感水

量の構成比が平成１９年度の２．７パー

セントから平成２３年度の３．２パーセ

ントまでふえた要因です。何でそうなっ

たんかなと。今のメーターはすごくよく

なっていて、こんな感じないようなメー

ターがあるんかなと。しかもこのデーター

の中で見ると、回ってへんといって取替

をしたのはたった３個ですよ。こういう

数字がどこから出てくるのか、聞いてみ

たいと思います。検定満期によるメーター

の取替は、原田委員の質疑の中で５，６

８８個を取替えしたというふうにおっしゃっ

ているんですが、この資料では５，７３

０個というふうに書いてあるんです。事

業年報のほうが不正確で、お答えになっ

た数字が正しいんだと思うんですが、確

認しておきたいと思います。

　それで、このメーターは８年で交換だ

というふうにおっしゃった。事業年報の

９５ページを見てください。それでずっ

と取替えていることになっていますよね。

平成１９年度が２，８３９個、ずっと増

えていきまして平成２３年度が５，７３

０個になっています。あと３年で一通り

約３万７，０００個のメーターを取替し

なければならないというふうになるんで

はないでしょうか。来年、再来年、もっ

とふえていきますよね。大変な数になっ

てくると思うんですが、今、メーターの

値段は１個あたりどうなっているのか、

随分大きな金額になってくると思うんで

すね。その入札についての、いろんな工

夫をされていると思うんですけれども、
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これについてどういう対応をされている

のか。来年、再来年、その次について、

随分大きな課題になってくると思うんで

す、８年で取替えなければならないとい

うことですからね。その辺を聞かせてい

ただきたいと思います。

　それから細かい話ですけれども、新築

をされた場合。二世帯住宅で、水栓が５

個とか１０個とかというようなことによっ

て、メーターの口径が２０ミリになるか

２５ミリになるか、いろいろと対応され

ていると思うんですね。それで２５ミリ

になりますと基本料金が１，３８０円、

２０ミリですと６８０円、１年に換算す

ると大きな負担になるわけです。二世帯

住宅って、高齢者の方二人とそれから子

育て世代の方二人であれば、２０ミリで

十分対応できるんじゃないかなというよ

うな思いもあるんですけれども、栓の数

で決められているんだと思うんですね。

それでこの指導基準はどういうふうにさ

れているのか。負担が全然違ってきます

から、そこの考え方を教えてください。

　それから原田委員からも質疑がありま

したけれども、検針業務委託について、

車が乗っていたりしてなかなか検針でき

ないというようなことで４か月かかって

検針をして、後でならす、トータルで割っ

てというようなことで、そういう請求の

され方をやっている場合があると聞いて

いるのですけれども、実際に何回も同じ

ところに検針に行くわけじゃないので、

今月は見られなかったという場合がある

等、そういう話をよく聞くんです。具体

的に把握されておられるかというのを聞

いておきたいと思うんですね。

　それから、１０９ページを見ると、不

能欠損が随分出ています。この不能欠損

を転出先不明ということで処理されてい

るんですが、具体的に転出先不明という

のはどういう形で把握されたのか、検針

員の方が把握されたのか、住民基本台帳

のほうでいろいろ住所を調べられてそう

いうふうにされたのか、そういうことを

詳しく聞かせていただきたいと思います。

　９５ページに戻りまして、平成２３年

度は職権停水が５８件というような形に

なっています。職権で停水されたと。こ

の中身について教えてください。本当に

困っておられるのに停水されたのか、そ

うではなしに全然払ってくれへんから停

水したとか、いろいろ理由があると思う

んですけれども、具体的な内容について

教えてください。

　それから決算書１５ページ、建設改良

工事の概況ということで一覧表が出てい

ます。一番下ですね、東正雀地内の工事、

１，４７７万５，６００円、着工年月日

がことしの２月１７日ですね。入札年月

日はいつでしょうか。それと業者名を教

えていただきたい。どこが入札したのか

というのを教えてください。

　それから同じ決算書の２０ページです

ね、重要契約の要旨というのが書いてあ

るんですが、その中の一番下ですね。契

約年月日は平成２４年２月１７日で、金

額は１，４７７万５，６００円。これは

株式会社永商興産がしているんですけれ

ども、東別府１５番地内というふうに書

いてあります。探してみたんですが東別

府１５番地内というのはどの辺になるん

でしょうか。教えていただきたいと思い

ます。

　それから、施設整備工事の入札結果の

資料をいただきました。平成２４年５月

１０日付ですが、平成２３年度の請負金

額が１，０００万円以上の工事として、

４件をあげていただいています。落札率

としておおよそ９２パーセントから９３

パーセントと書かれています。しかも指
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名業者として、それぞれ４社、３社、７

社、６社と、いずれも市内業者で数が限

られています。市内業者ですからこうい

う高い落札率になるのかなというふうに

思ったりもするんですけれども、落札率

の関係で状況を教えていただきたいと思

います。

○野原修委員長　答弁を求めます。

　小明課長。

○小明営業課長　それではまず給水の職

権停水についてでございますが、事業年

報で平成２３年度は５８件です。本当に

困っておられた方がいなかったのかとい

うご質問なんですが、この５８件につき

ましては支払いになかなか応じていただ

けない、それと一度停水して、そのまま

帰って来られるのか帰って来られていな

いのかわからない方、そういう方も含め

まして昨年度５８件あったということで

す。必ず停水の前にはお客様に接触をし

て、それからするようにいたしておりま

すので、この５８件と申しますのはもと

もと支払いのなかった方ということで解

釈をしていただければと思っております。

　それともう１点、不能欠損にかかわる

分で転出先不明の把握をどういうふうに

しておられるのかということでございま

すが、転出先不明の把握といたしまして

はやはり住民基本台帳をもっての確認、

それから、検針は２か月に１回行きます

ので、ゼロがずっと続いていたというふ

うなことでもう住んでいないという場合

であったり、次の方の開栓の依頼があっ

て無断で転出されたというふうにわかる

ケースもございます。

　それからもう１点、検針業務は２か月

に１回でありますが、２か月に１回じゃ

なくて４か月に１回でならして検針をし

ているということを聞かれたとのことで

ございますが、確かにメーターの上に物

が置いてあったり、そういう場合には所

有者の方に連絡をするようにしておるん

ですが、どうしても連絡がつかない場合

には認定というふうな形でやっているケー

スもございますが、２回の続けての認定

はしないようにという指導のもとにやっ

ておりますので、そんなに数が今まであっ

たようには聞いておりませんので、対応

としては今のような形で、１回だけは事

情があれば認定をするというふうなこと

で検針をやっております。

○野原修委員長　豊田参事。

○豊田水道部参事　メーターの関係で今

後、購入個数が増えるであろうというこ

とで、その購入方法について、どう考え

ているかというお問いについて、今現在

の状況をご答弁申し上げたいと思います。

平成２３年度、今年度とも指名競争入札

をさせていただきまして、７社の競争と

させていただいて契約を結ばせていただ

いている状況でございます。

　続きまして決算資料１５ページの一番

下の、配水管布設工事の入札日とどこの

業者に依頼したかということなんですけ

れども、入札日については手元に資料が

なく申しわけございません。ただ、大体

着工年月日、この数日前に入札を行って、

直ちに着工年月日とさせていただいてお

りますので、大体、この数日前というこ

とで考えていただければ結構かと思いま

す。業者に関しましては株式会社永商興

産となっております。

　入札の状況、今年度２４年度の状況で

は、入札率といたしまして工事で大体８

３．４５パーセントから９４．８７パー

セント、この間で今１２件の結果がある

ということと、あと、その他で３６．３

４パーセントから９８．８８パーセント

ということになっております。平均でご

ざいますけれども、工事につきましては
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９２．１２パーセント、その他といたし

まして８３．６０パーセントという状況

になってございます。

○野原修委員長　重要契約の要旨の中で、

東別府１５番地という住所が見当たらな

いという件について答弁して下さい。

　豊田参事。

○豊田水道部参事　契約内容は私のとこ

ろですぐには分かりませんので、お調べ

して後ほど答弁いたします。

○野原修委員長　小明課長。

○小明営業課長　先ほどのメーターに関

する件の中で、事業年報の９５ページに、

メーター検査がゼロであったということ

でのお話があったと思うんですが、この

メーター検査の内容といたしましては、

お客様のほうから、うちはこんなに水道

を使っていないのに高いじゃないか、メー

ターが壊れているんじゃないかというふ

うな問い合わせがあった場合に対応する

項目ということでございますので、平成

２３年度もそういったお客様よりの申し

出がございませんでしたので、メーター

検査ゼロという形で計上させていただい

ております。

○野原修委員長　渡辺次長。

○渡辺水道部次長　まず自己水の確保と

いうことで、太中浄水場のあり方につい

てと、３号井戸の関係について答弁をさ

せていただきます。

　３号井戸につきましては、ケーシング

というスクリーンを通した形で井戸水を

あげておるわけなんですけれども、その

ケーシングの目詰り、これはすぐに新し

くするものではなくて、メンテナンスと

いう形で随時点検を行いながら管理して

いました。それが、スクリーン自体の目

詰りが最終的にもうだめな状況になった

ものですから、３号井戸の増強工事とい

いますか、３号井戸があるところで新し

いものに置きかえるというような工事に

なってございます。それが平成２３年度

の工事でございまして、あと太中浄水場

では６本の井戸がございます。事業年報

の１５ページに記載させていただいてお

るんですけれども、それぞれ二重ケーシ

ング、工事年月日、三重ケーシング、工

事年月日、それから、増強年月日という

形で記載をさせていただいております。

井戸の設置とあわせまして、それぞれの

スクリーンの目詰り状況によりましてケー

シングを追加していっている状況になっ

てございます。最終、三重ケーシングと

して、増強年月日が平成２年、平成１３

年、平成６年、平成４年という形での増

強をさせていただいております中で、今

回３号井戸は揚水量として、計画の水量

が揚がらなくなったという状況の中で、

新たな井戸の設置の増強工事をさせてい

ただいたという状況でございます。それ

であと、ほかの残りの井戸はどうだと、

改修計画の中に入っていないけれどもど

うかということなんですけれども、一応、

今、増強工事をもって今のところ揚水量

としては十分確保できておる中で、現在

様子を見ているという状況の中で今の１

０年の計画の中には入れさせていただい

ていないのが実情という内容でございま

す。

　それとあと、太中浄水場、水源の摂津

市としての位置づけというお話かとは思

うんですけれども、やはり自己水という

形の中で大阪広域水道企業団水もあるん

ですけれども、自分のところで水が確保

できるという観点から行きますとやはり

今後とも自己水というのはきちっと守っ

ていきたいというふうな思いではおりま

す。それとあと災害時の自己水の確保と

いう面からもやはり守っていきたいとい

う気持ちも強く持ってございます。
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　それとメーターの不感水量が非常に大

きな量になっているじゃないかというこ

となんですが、やはり器差があり許容と

いうものが小口径で４パーセントの誤差

があると、大口径で１０パーセント、先

ほど委員がおっしゃっていますように、

多く回るということではなく、どうして

も翼が回転しますので、少ないほうへの

器差というふうにお考えいただいたらい

いのかなというふうに思います。

　もう１点、新築をされた二世帯住宅の

件ですが、それも栓の数によって口径が

かわってくるんじゃないかと、指導はど

うされているのかということなんですが、

現在１世帯であれば２０ミリ、２世帯で

あれば２０ミリを２個かもしくは２５ミ

リを１個という設置をしていただく指導

のほうはさせていただいているという現

状でございます。

○野原修委員長　メーターの取替個数が

事業年報と違うという件について。

　末永課長代理。

○末永工務課長代理　メーターの個数で、

事業年報では９５ページに５，７３０個

と記載されておりますが、実際に取替を

行いましたのは５，６８８個です。当初

５，７３０個を発注しておりまして、最

終的に５，６８８個を取替したというよ

うな変更がございましたが、変更がもれ

ていました。大変申しわけございません。

正しくは５，６８８個でお願いしたいと

思います。

　それと、決算書２０ページの「東別府」

１５番地内という所在地がはっきりわか

らないというお話がございました。ここ

は「東正雀」１５番地内配水管布設工事

という工事でございます。大変申しわけ

ありません。

　それから、以前、メーターの価格面で

カルテルとかいろいろ問題がございまし

た。水道部におきましてもメーターの発

注時期として、購入する場合はできるだ

け下半期の遅い時期、どの事業でもそう

なんですが、できるだけ長持ちさせよう

と思いましたら１月、２月、３月に買っ

ているのが一番いいんですけれども、検

定満期の関係もございまして、いつも年

末あたりに発注させていただいているん

です。メーターの価格につきましては、

どうしても競争という言葉がございます。

発注方法といたしまして参考価格、参考

というのは、今やっておりますのは東京

都の価格を基準に入札をかけているんで

すけれども、そのあたりで最低価格とい

うメーターを業者に発注しております。

○野原修委員長　資料の記載内容の誤り

について、部長から述べて下さい。

　宮川部長。

○宮川水道部長　記載内容の誤りにつき

ましては、まことに申しわけないと思っ

ております。本来、決算書を作成する上

できちっとチェックをした上で間違いを

訂正すべきであったというところ、その

チェックの甘さがふだんの業務にも反映

されているんではないかという御指摘も

あろうかと思いますけれども、その点深

くおわび申し上げ、訂正させていただき

たいと思いますのでよろしくお願いいた

します。

○野原修委員長　山本委員。

○山本靖一委員　摂津市水道事業会計決

算書として、決算書に付随する事業報告

書と事業年報の誤りの２件です。わびて

というふうなことではないわけです。職

員が随分減ってきて、２回、３回と見直

すというふうなことにならないのかもし

れませんけれども、これらの資料に基い

て議論をしているんです。もう一つ言い

ますけれども、５月に請求した資料によ

ると、東正雀１５番地内配水管布設工事
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は、請負額が１，４３２万２，５００円

になっています。同じ工事だと思うんで

すが事業報告書では１，４４７万７，５

６０円。これは変更契約の関係で違うの

かもしれませんが、金額が違っているん

です。

　ごめんなさいというようなことで済む

んでしょうか。一時が万事ということで、

こんなことが許されるんだったら、議会

は何をしとったんやということが問われ

ると思うんです。こういう資料のもとで

議論をするということが、議会と首長の

信頼関係につながっていくのでしょうか。

やはり水道事業の管理者としての市長の

答弁を求めたいと思います。

○野原修委員長　暫時休憩します。

（午後２時５分　休憩）

（午後３時　　　再開）

○野原修委員長　それでは再開します。

　市長。

○森山市長　水道事業の管理者としてご

答弁申し上げます。決算書に付随する事

業報告書と事業年報の資料につきまして

間違いがございました。申しわけござい

ません。訂正をいたしましておわびを申

し上げます。山本委員には先般来、樹木

の伐採等々いろいろご指摘をいただいて

おりますけれども、今後しっかりと取り

組んでまいりますので、どうぞ御理解を

いただきますよう、よろしくお願いいた

します。

○野原修委員長　暫時休憩します。

（午後３時１分　休憩）

（午後３時２分　再開）

○野原修委員長　再開します。

　山本委員。

○山本靖一委員　今、市長からお話があ

りましたけれども、これは翻って私自身

の戒めとしても、今後いろいろと勉強し

ていきたいと思っています。職員の皆さ

んもそういう意味では共通の教訓にして

いただいてということをお願いしておき

たいと思います。

　井戸の問題で、配水料の内訳として７

１パーセント近くを大阪広域企業団水が

占めているということでお聞きしました。

これは水道事業会計が、ある意味では楽

にしてきているように思うんですけれど

も、しかし自己水をどういう割合で確保

していくのか、そのためにどんな手だて

がいるのかというのは全部つながってく

るわけですから、３号井戸をこうして増

強されました。具体的に１日の揚水量と

いうのはどういうふうになっているのか

というのは答弁もありませんでしたし、

具体的に聞いていることについては的確

に答弁願いたいと思うんです。井戸の管

径について、口径と合わせて教えて下さ

い。

　また、ここで聞いていたのは自己水を

どういう割合にするのかという中で、承

認水量の交渉姿勢というのが出てくると

いうような話をさせていただいた。ここ

のところをきちっとしないと話は前に進

みませんから、その考え方について改め

て教えていただきたいと思います。

　それからメーターですね、１０パーセ

ントもマイナスに見てもいいというふう

な、そんなご答弁でしたけれども、１割

も誤差のあるメーターは今時あるでしょ

うか、こんなもの絶対に通用しないと思

います。しかもメーターの不感水量の構

成比は平成１９年度の２．７パーセント

から平成２３年度の３．２パーセントに

なって、悪くなっているんでしょう。こ

んな性能の悪いメーターを取り入れてい

るんでしょうか。しかも、これは換算す

ると６，０００万円にのぼるような金額

になるわけです。具体的にこの不感水量

について、以前にも指摘した経過があり
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ます。メーターの精度として、本当にそ

ういう状態なのか、メーターはメーカー

に行ったら検査があるわけですから。１

０パーセントも狂うようなそんなメーター

は世界でも通用しません。そんな商品が

出回っていること自身が問題なんですか

ら。ここへ全部押し込んでしまうという、

こういうこの経営のやり方というのは、

到底、企業会計として認められないと私

は思うんですけれども、考え方を示して

ください。

　それから先ほどメーターの取替は５，

７３０個購入したけれども、取替えたの

は５，６８８個というようなお話でした。

１個あたり幾らになっているのか、金額

がどういう推移をしているのか教えてい

ただきたいと思いますし、それから先ほ

ど具体的に聞きましたとおり、この３年

間で全部の耐用年数が過ぎるわけですか

ら、取替えてしまわないといかんわけで

しょ。そうすると、来年、再来年、大き

な数字になっていくというふうに思うん

ですけれども、何個ずつ更新していかな

ければならないのか。在庫として安いと

きに買うとか、いろいろな工夫もしてい

るというふうにおっしゃっているんです

けれども、７社の指名競争入札でされて

います。これは指名競争入札でなければ

いけないんでしょうか。随分大きな金額

だと思うんですけれども。たくさん買っ

ていくわけですから、そういうところに

もしっかりとメスを入れて、一つ一つ企

業会計としての健全さを図っていくとい

う、そういう思いを聞かせていただきた

いと思います。

　それからメーターの口径が２０ミリは

基本料金は６８０円、２５ミリは１，３

８０円と言いました。倍以上なんですね。

そうすると栓の数、二世帯住宅と言って

も家族構成というのはいろいろあると思

うんですね。一律２５ミリとなれば、こ

れは倍以上の基本料金を払わないといか

んわけですから、従量制についてもいろ

いろと議論のあるところです。同じ水な

の口径が太くなるだけで、家庭用であっ

ても随分基本料金が上がるというような、

そういうところをきちっと説明できるの

かなというような思いもするんですけれ

ども、今、言いましたように二世帯住宅

になったときに一律に２５ミリというこ

とではなしに、その家庭の実際の水の量、

子どもがいてるところ、高齢者の方が引っ

越をされて水の使用料が減ってくるとか

いろいろあると思うんですけれども、一

律に２５ミリというような形というふう

なことではなしに、考え方として他にあ

るんではないかというように思いますが

いかがでしょう。

　それから不納欠損の金額なんですけれ

ども、先ほど検針員の方が１２名で調査

をされて、随分いろんな仕事をしていた

だいているというような認識があるんで

すけれども、具体的に転出先不明で処理

されているのは、事業年報の１０９ペー

ジで、平成２３年度は４４２件あるんで

すね。これはどういう形で転出先不明と

いうことで処理されているんでしょうか。

見ますと平成１９年度の４５０件から、

３７１件、４６６件、４５２件と推移し

ていますが、住民基本台帳の扱いでは、

そんなに無いんだそうです。どういう把

握の仕方をされているのか。この転出先

不明についてどういう追求をされている

のか、具体的に教えていただきたいと思

います。

　それから入札については、やはり総務

部とよく連携されて、それから大阪広域

水道企業団では電子入札をされています。

そのことが是か否かというのは議論があ

るというふうには私は思いますし、地元
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業者育成、これも大事な話です。しかし

そういう競争に耐えていかなければ、い

つまでも役所の仕事だけで業者はやって

いけるわけではないわけですから。いろ

んな業者との競争の中で生き残っていた

だく、そのためにできる行政としての手

だてはいろいろあると思うんですけれど

も、そういう競争に勝ち抜く力をつけて

いただくという意味で、いつまでもこう

いう指名競争入札であるとか、一般競争

というふうに言いながら、実際には仕事

の中身が全部わかっているわけですから、

業者の中身もわかっているわけですから、

だからこういう落札率になるのかなとい

うように私は思うんです。したがって、

今後入札制度についても、調整をして勉

強していただいて、あるべき姿を追求し

ていただきたいということをお願いして

おきたいと思います。

○野原修委員長　答弁を求めます。

　豊田参事。

○豊田水道部参事　私のほうからはメー

ターの入札価格は幾らであったかという

ことの答弁を申し上げます。手元に資料

がないもので、一番最新の内容で、平成

２４年度させていただいた分で、１３ミ

リで１個８００円、２０ミリで８９９円

でございました。またいろんな口径があ

るんですけれども、手元に資料がござい

ませんので、覚えている範囲で答弁させ

ていただいております。これにつきまし

ては大体これぐらいの金額で推移してい

るかと思うんですけれども、発注時期で

あるとか、発注個数であるとか、という

ことで入札にかけさせていただいており

ますので、多少の増減がございます。年

度年度で。その辺についてはご理解願い

たいと思います。あと、指名競争入札で

なければいけないのかという御質問なん

ですけれども、私どももいろいろ業者を

探しているところなんですけれども、や

はりメーターの取扱い業者が少ないため、

今現在７社で競争させているということ

でございます。

○野原修委員長　渡辺次長。

○渡辺水道部次長　まず太中浄水場の３

号井戸の件でございます。口径というこ

とで、増強工事の口径４００ミリ、これ

は外のケーシングの口径になってござい

ます。水を揚げる管径としては１５０ミ

リの管径となってございます。

　それと、企業団水の承認水量と太中浄

水場の自己水との関係ということでござ

います。確かにやはり節水の加減から、

かなり水道の給水水量、これが減ってき

ているのは確かでございます。そんな状

況の中で、やはり自己水として、太中浄

水場での井戸の水、これを基本に考えな

がら企業団からの承認水量を下げてもら

うという交渉をしながら、供給しておる

というような状況でございます。企業団

につきましても大阪府下、それぞれの府

域の中で供給することで経営され、水量

を確保していかなければいけないという

ような状況もありますのでそのあたり、

自己水と承認水量、このあたりを見極め

ながら、なおかつやはり太中浄水場の水

については７０パーセント、８０パーセ

ントの割合で確保する中で送っていくと

いうことに立ちながら、供給していると

いうような状況ではございます。あと、

やはり太中浄水場の水、これをどうして

いくんだということになろうかと思いま

す。確かに企業団水だけでということも

可能でないことはないんですけれども、

安全安心という形、また災害時の給水の

確保というような観点からしまして、や

はり自己水でもつということの重要性と

いうのは十分我々も認識しながら計画の

ほうを進めていきたいと思っておるんで
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すが、そのためにはやはり施設の改築工

事、これもしながら今後の自己水の確保、

これに努めていきたいという方向で今は

考えておるところでございます。

　それと確かにメーターの不感水量、小

口径で先ほど器差といいますか、計量誤

差が４パーセント、大口径で１０パーセ

ントと１割の誤差があるようなメーター

が使われていてどうなるんですかという

ことでした。将来的に、不感水量として、

お金が入ってこない状況で経営が成り立

つんですかというような話かと思うんで

す。おっしゃるとおりでございまして、

我々も今後、機器の許容範囲という形で

規定されてはおるんですけれども、現実

のそのあたりの誤差を十分確認をする中

で、精度の確認をしながら対応に努めて

いきたいというふうに考えております。

○野原修委員長　末永課長代理。

○末永工務課長代理　二世帯住宅のメー

ターの口径が２０ミリになるか２５ミリ

になるかという件なんですが、以前、何

栓以内の設備をつけたら何ミリというふ

うな形態で給水申請をいただいてたので

すが、今現在はそれでも二世帯住宅とか

もっと大きな世帯とかいろいろございま

して、いろいろ問題もございまして、今

現在のやり方としましては、例えば二世

帯住宅の二階建てで、二階から一番多め

の水が出ない計算ということで、二世帯

住宅でございましたら２５ミリ１本でい

くか２０ミリを２本入れていただくとい

うのをお願いしてございまして、一階の

例えば父母の世代と子供の世代が、同時

にお風呂に入られる、同時にトイレにい

かれるというような同時計算という形で、

同時に使用した場合に２階の水が出ない

状態にならないことを防止する計算をさ

せていただいておりまして、そういう点

で建物の大きさにもよりますが、蛇口の

数にもよりますが、その辺で口径を決定

させていただいているのが現状でござい

ます。

○野原修委員長　小明課長。

○小明営業課長　それでは不納欠損の中

での転出先不明の把握の仕方がどのよう

になっているかというお問いでございま

すが、この確認につきましては住民基本

台帳を見ての確認として、住民基本台帳

の中で登録があったのか、なかったのか

という確認の仕方、それと先ほども申し

上げましたように、転出時の使用水量で

ある程度わかる物件もございます。それ

と次の方から使用開始の連絡をいただい

て、そのお申し出いただいた水栓につい

ては、前使用者の方が登録されたままに

なっておるというふうな形での無断転出

という、そういういろんなケースでの把

握の仕方ということになってございます。

ただ、閉栓とか使用中止で市外、府外に

出られた方につきまして、まず残ってい

る料金につきましては納付書等を送付さ

せていただくんですが、その納付につき

まして本当に納期どおり入ったのかどう

かというふうなところは、追いかけ切れ

ていないということで、この件数がふえ

てきているのも事実でございます。今後

につきましてはそういうことを防ぐため

に、早い段階での滞納の整理といいます

か、取り組みに向けて考えておるところ

でございます。

○野原修委員長　山本委員

○山本靖一委員　自己水の考え方でいえ

ば、一番最近多いのは平成２０年度で３

６８万６，３５０立方メートルです。そ

れが平成２３年度は３２１万８，２００

立方メートル、こういうふうに落ちてき

ているわけです。承認水量が約７００万

立方メートル、どうしても４００万立方

メートルほど自己水を確保しなければ、
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承認水量というのは保証できないわけで

す。企業団から承認水量を超えて水をも

らわなくてはならない、そういう相関関

係にあるわけで、そうするとはっきりし

ておかないといけないのは、先ほど６本

の井戸でどれだけくめるのか、どれだけ

くむのか。そのことによって承認水量と

の相関関係があるわけですから、これど

うもはっきりしない、摂津市は毎年３５

０万立方メートルは自己水でやりますと、

確固たるものを持っていなければ、いろ

いろ調整というのはあるかもしれません

けれども、そういう方針のもとに１年間

運営しなければ企業団との交渉なんてい

うのは、これは危ないもんですわ。もう

ぎりぎりまで来ていると私は思うんです。

そうするとやはり太中浄水場の位置づけ

をはっきりさせて、きちっとした方針を

持っていただきたいということをお願い

しておきます。

　それからメーターの不感水量の構成比

が３．２パーセントという点について、

どういう物差しで導き出されたのかとい

うことをお聞きしたいと思うんです。メー

ターの不感水量が３．２パーセントとい

うのは根拠があるんですよね。全体から

見ていったときに、不明水の中の割り振

りで、メーターの不感水量のほうに押し

込んでおけと、そういう乱暴なことをや

られているんではないでしょうか。どの

メーターが正しくて、どのメーターで感

じていないかというのはそれは具体的に

わかっているんですか。できないわけで

すよね。そのメーターだったら大体そう

いうことと違うか、これだけ不明水があっ

たから、メーターの不感水量の中にこれ

だけ入れておこうか、違うところにこれ

だけ入れておこうかと、そういう相関関

係でやっておられるんじゃないですか。

いまどき１０パーセントも狂うようなメー

ターはありませんよ。そう思われるでしょ

う。メーカーに１回聞いてください。仕

様はそうなっているかもしれないけど、

そんないい加減なメーターつくってる企

業なんて潰れてしまいますよ。そういう

算数の世界にしないで、真剣に向き合っ

ていただきたい、これもお願いしておき

たいと思います。

　それからメーターの仕入れの工夫をもっ

とやっていただきたいと。大きな問題に

なった時は全部値が下がったんです。忘

れたころにまた同じことが起こる可能性

があるわけですから、よく見ておくとい

うようなことが大事だと思います。それ

もお願いしておきます。

　それから不能欠損の問題ですけれども、

今おっしゃったけれども、大体１年間で、

職権で住民基本台帳から抹消するという

のは、５０件程度だそうです。やはり４

４２件というのはどんな追跡のされ方を

しているんかなと。住民基本台帳の中で

１年間で職権で削除するというのは多く

ても５０件程度だと。どこからこの数字

が出てくるのかなと。行きづらいところ

を転出先不明とか、もうひとつ言えば、

少ない金額のものを遠いところまで旅費

を払って、そういうことをするよりもと

いうような思いの、ケースバイケースで

あると思うんですけれどもね。そういう

基準を持っておられると思うんですね、

こういう場合は追っかけていこうと、こ

の場合は効率が悪いというようなことで

あきらめてはるというような、そんなも

のが全部包含されているのかなと思った

りするんですけれどもね。少ない人数の

中で本当に苦労されているというのはよ

くわかるんですけれども、しかしやはり

公平性からいったときに市としての役割

を果たしていくという、本当に苦労しな

がら支払っている人はたくさんいらっしゃ
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います。転出先不明の４４２件というの

は非常に多いと思うんので、そういうこ

とを申し上げて質問を終わります。

○野原修委員長　他に質疑はございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野原修委員長　以上で質疑を終わりま

す。

　暫時休憩します。

（午後３時２３分　休憩）

（午後３時２６分　再開）

○野原修委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野原修委員長　討論なしと認め、採決

をいたします。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　認定第２号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　認定第５号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　暫時休憩いたします。

（午後３時２７分　休憩）

（午後３時２８分　再開）

○野原修委員長　再開します。

　所管事務調査についてご協議いただき

ます。

　本件につきましては、去る１０月１日、

２日の視察が台風の接近により実施でき

ませんでした。その後、役員改選により

委員の交代がありましたが、視察項目、

視察市については変更せずに行うことと

したいと思います。

　委員の皆さん、ご異議はございません

でしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野原修委員長　それでは、そのように

決定します。

　以上で本委員会を閉会します。

（午後３時２９分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長野 原 　 修

　建設常任委員　山 本 靖 一
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